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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

　提出会社の状況

回次 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高 （千円） 1,357,795 1,829,094 1,938,534 2,655,470 2,687,796

経常利益又は経常損

失（△）
（千円） △37,707 123,452 102,537 249,534 225,149

当期純利益 （千円） 897 63,381 59,269 127,452 120,366

持分法を適用した場

合の投資利益
（千円） － － － － －

資本金 （千円） 120,000 120,000 120,000 486,300 486,300

発行済株式総数 （株） 2,400 2,400 2,400 7,740 7,740

純資産額 （千円） 166,758 227,740 284,610 1,139,158 1,244,451

総資産額 （千円） 8,582,865 9,650,462 10,347,524 12,268,275 12,264,344

１株当たり純資産額 （円） 69,482.85 94,891.72 118,587.50 147,178.14 160,781.85

１株当たり配当額

（内、１株当たり中

間配当額）

（円）
1,000

(－)

1,000

(－)

1,000

(－)

1,250

(－)

1,250

(－)

１株当たり当期純利

益金額
（円） 374.08 26,408.87 24,695.78 22,142.61 15,551.29

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額

（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 1.9 2.4 2.8 9.3 10.1

自己資本利益率 （％） 0.5 32.1 23.1 17.9 10.1

株価収益率 （倍） － － － 9.9 12.0

配当性向 （％） 267.3 3.8 4.0 7.6 8.0

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） － 2,220,642 219,897 1,787,712 93,506

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） － △1,386,793 △863,710 △1,721,149 △307,866

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） － △785,776 759,224 364,851 320,121

現金及び現金同等物

の期末残高
（千円） － 285,761 401,173 832,589 938,349

従業員数

〔外、平均臨時雇用

者数〕

（名）
154

〔53〕

173

〔54〕

180

〔55〕

255

〔58〕

280

〔57〕

　（注）１　当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　第21期の１株当たり配当額には、記念配当（上場記念）250円を含んでおります。

４　証券取引法第193条の２の規定に基づき、第19期および第20期の財務諸表については監査法人つばきにより、

第21期の財務諸表についてはあずさ監査法人により監査を受けております。また、金融商品取引法第193条の

２の規定に基づき、第22期の財務諸表についてはあずさ監査法人により監査を受けております。なお、第18期
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の財務諸表については当該監査を受けておりません。

５　当社は関連会社がないため、持分法を適用した場合の投資利益は記載しておりません。

６　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

７　第18期から第20期までの株価収益率は当社株式が非上場かつ非登録であるため記載しておりません。

８　従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員数（１日８時間換算）であります。

９　当社は、平成18年９月１日付で株式１株を２株に分割しております。
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２【沿革】

　当社は、以前親会社でありました東日本観光開発株式会社が昭和61年に光ハイツ・ヴェラス石山１号館（居室数56

室）を建設し、高齢者向けの有料老人ホームの企画、販売を開始したことにより始まります。その後同社の有料老人

ホーム事業が別法人化され、昭和62年４月、当社の設立に至りました。

　当社設立以後の経緯は、次のとおりであります。

昭和62年４月 東日本観光開発㈱より分離独立し、資本金２千万円で㈱光ハイツ・ヴェラスを設立

（社）全国有料老人ホーム協会に加盟　正会員となる

昭和62年10月 光ハイツ・ヴェラス石山２号館（53室）を竣工し、総居室数109室となる

平成２年４月 光ハイツ・ヴェラス月寒公園（58室）を竣工し、総居室数167室となる

平成４年９月 光ハイツ・ヴェラス石山２号館増築棟（14室）を竣工し、総居室数181室となる

平成６年９月 ㈱秋山愛生舘と市民生協コープさっぽろが資本参加し、資本金８千万円となる

（出資比率：㈱秋山愛生舘37.5％　市民生協コープさっぽろ37.5％）

平成６年11月 光ハイツ・ヴェラス藤野A棟、C棟（55室）を竣工し、総居室数236室となる

平成７年４月 資本金７千万円となる

平成８年５月 光ハイツ・ヴェラス藤野B棟（91室）を竣工し、総居室数327室となる

平成９年10月 ㈱秋山愛生舘が５千万円出資し、資本金１億２千万円となる

市民生協コープさっぽろの保有する当社株式600株を㈱秋山愛生舘が譲受し、親会社が㈱秋山愛

生舘となる（出資比率91.7％）

平成10年２月 ㈱秋山愛生舘と㈱スズケンが合併、親会社が㈱スズケンとなる（出資比率91.7％）

平成11年３月 ㈱スズケンが当社全株式を取得し100％親会社となる

平成12年４月 介護保険法施行にともない、全施設が特定施設入所者生活介護事業者の指定を受ける

石山施設が居宅介護支援事業者の指定を受ける

平成13年２月 ㈱スズケンより当社全株式が㈱メデカジャパンに譲渡され、親会社が㈱メデカジャパンとなる

平成15年６月 光ハイツ・ヴェラス琴似アカシア館（介護専用棟：62室）が竣工し、総居室数389室となる

平成15年11月 光ハイツ・ヴェラス琴似ポプラ館（一般居室北棟：100室）が竣工し、総居室数489室となる

平成16年９月 光ハイツ・ヴェラス琴似ポプラ館（一般居室南棟：120室）が竣工し、総居室数609室となる

平成18年７月 光ハイツ・ヴェラス真駒内公園ポプラ館（一般棟：116室）、アカシア館（介護専用棟：49室）

が竣工し、総居室数774室となる

平成18年９月 資本金３億円となる

㈱メデカジャパンの持分法適用関連会社となる（出資比率22.7％）

平成18年11月 光ハイツ・ヴェラス真駒内公園アカシア館全49室のうち16室を８室に改修変更して41室とし、

総居室数766室となる

平成19年２月 札幌証券取引所アンビシャス市場に株式を上場、資本金４億8,630万円となる

　 　

　 （総居室数には体験入居室が含まれています）
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３【事業の内容】

　当社は、北海道において有料老人ホームの設置、運営、管理を主たる業務として展開しており、札幌市内に５箇所の施

設を所有、運営しております。

　また、当社は株式会社メデカジャパンの持分法適用関連会社であり、同社を中心とする企業集団は、介護事業、臨床検

査事業、商品販売事業等を展開しており、当社はそのうちの介護事業に属しております。

　当社の事業内容及び事業の位置付けは次のとおりであります。

(1）有料老人ホームの類型における光ハイツ・ヴェラスの位置

　当社が設置、運営している「介護付有料老人ホーム」は入居者が要介護になった場合でも、当施設が提供する介護

を受けながら生活が続けられる＜一般型＞に分類されています。

　入居者の権利形態は「利用権方式」（注）で、入居時に「入居一時金」を支払うことで、専用居室や共用施設の利

用権を契約解除（死亡や解約など）まで保証しています。

　

（注）利用権方式：建物賃貸借契約及び終身建物賃貸借契約以外の契約の形態で、居住部分と介護や生活支援等の

サービス部分の契約が一体となっているものです。

　光ハイツ・ヴェラスでは、介護が必要になっても、特定施設入居者生活介護を利用しながら居室で生活することが

可能です。入居者の要介護状態が進行し入居者あるいは家族、身元引受人の同意が得られた場合は、一般居室の権利

を精算し、介護専用棟に移って頂くこともできます。
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(2）光ハイツ・ヴェラスの施設展開

　北海道の人口の約１／３が集中する札幌市内に、当社は光ハイツ・ヴェラス石山、光ハイツ・ヴェラス月寒公園、

光ハイツ・ヴェラス藤野、光ハイツ・ヴェラス琴似及び光ハイツ・ヴェラス真駒内公園の５箇所の施設を所有・運

営しています。光ハイツ・ヴェラス石山、月寒公園、藤野の各施設は一般居室（注１）と一時介護室（注２）・共用

介護居室（注３）のある一般棟のみですが、光ハイツ・ヴェラス琴似、真駒内公園は一般棟に加え、全居室が介護居

室（注４）の介護専用棟を併設しています。

　一般棟は満60歳以上で自立、または身の回りのことがご自分でできる程度の方で、要支援認定程度まで、介護専用

棟は原則満58歳以上で要介護Ｉ以上の方を対象としています。要支援Ｉ及びⅡの認定者でも、その状態により一般

棟に入居いただいている場合もあります。

（注１）一般居室：入居時に自分で身の回りのことができる健康状態の方のための一般棟にある居室（要介護状

態になった場合にはそこで介護サービスを受けることができます。）

（注２）一時介護室：一時的な介護サービスを提供するための一般棟内に設置された専用の居室（専用居室の利

用権維持のまま無料で利用できます。）

（注３）共用介護居室：長期間介護の必要な入居者のために一般棟施設内に設置された共用の介護居室（専用居

室の利用権維持のまま無料で利用できます。）

（注４）介護居室：入居時に要介護の方のための介護サービスを提供するための専用居室

(3）居室・共用設備

　当社が所有・運営する有料老人ホームは「専用居室（一般居室・介護居室）」と「共用設備」から構成されてい

ます。一般居室はプライバシー性の高いマンションと同様の設備となっていますが、介護居室と同様に室内には入

居者の安否確認のための生活反応感知センサー（光ハイツ・ヴェラス琴似、真駒内公園）や施設内ケアステーショ

ンなどへの緊急通報用設備が設置されています。

　共用設備はフロント・ロビー、レストランや、売店・機能別浴場（男・女浴場、要介護者用特別浴室）・多目的室

等の趣味や娯楽のための空間などがあり、こうした共用設備は施設面積全体の40％以上を占めています。

　施設内及び居室内は、基本的にバリアフリーとなっていますが、一般居室での「手すり」の設置はバスルーム、

シャワールーム、トイレのみとしています（入居者の身体状況の変化に応じて、必要なものを設置していく形）。光

ハイツ・ヴェラスは専用居室以外の共用設備にもアメニティを重視した施設づくりを行っております。

(4）生活支援サービスの提供

　光ハイツ・ヴェラスのフロントは、入居者向けサービスの拠点になっています。フロントでは、郵便物や宅配荷物

・新聞雑誌などの取次ぎから、生活相談、余暇サービス・行事のお手伝い、生活支援サービスとして配下膳、電球の

取替えなど様々なお手伝いをしています。また、外出をサポートする巡回バスの運行や施設内での出張の理美容

サービス（光ハイツ・ヴェラス石山では理容のみ）、買物送迎、買物代行、入院・海外旅行等長期間外出時の居室管

理などのサービスを提供しています。

　家族その他身内の方がいない場合でも、葬儀等の希望があれば事前に葬儀方法等の要望書を頂くことにより、当社

が葬儀を執り行うことも可能です。更に、真駒内滝野霊園に共同墓所を所有しており、希望者には墓所の契約をする

ことによりご逝去された場合でも、当社が責任を持って納骨し、法要のための合同慰霊祭を毎年、春と秋の２回執り

行っています。

(5）食事サービスの提供

　食事は入居者の健康に直結する大事な分野です。光ハイツ・ヴェラスでは栄養士の献立によって、栄養バランスへ

の配慮、季節感と楽しさを両立させた食事サービスが提供されています。

　また、入院されていた入居者には退院直後の食事制限や、その方の体調に合わせたメニューを提供し、糖尿病や高

血圧症等の入居者にはその症状に合わせたメニューを提供するなど、一人一人に気を配った対応を行っています。

(6）介護サービスの提供

①一般居室型から「一般居室・介護専用居室併設型」へ

　光ハイツ・ヴェラス石山、月寒公園、藤野の３施設では入居定員数の５％分（開設当時の厚生省基準）のベッド

数が一時介護スペースとして確保されています。

　これらの施設では、平成12年４月の介護保険法施行に対応して介護スペースの増改築を実施し、ゆとりある介護

サービスの提供に努めています。
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　また、光ハイツ・ヴェラス琴似（平成15年６月開設）と光ハイツ・ヴェラス真駒内公園（平成18年７月開設）

では、一般居室に加え介護専用棟を併設することにより、入居時点で要介護状態の入居希望者の受入を可能にし

ました。同時に各施設の要介護認定入居者が、より充実した介護環境を求め、光ハイツ・ヴェラス琴似、真駒内公

園の介護専用棟への居室移転を希望した場合には、その要望に応えることもできるようになりました。

②介護サービスの充実

　光ハイツ・ヴェラスは、充実した設備に加えて、看護、介護職員等による健康管理・相談、服薬管理、機能訓練、入

退院のお手伝い、安否確認、居室巡回、排泄・入浴などの介助、家事援助、療養上のお世話、身辺介助などのサービ

スを提供しています。

　また、特定施設入居者生活介護における要介護認定者のための介護支援専門員によるケアプランの作成と、その

プランに沿った介護保険サービスの提供を行なっています。

　なお、光ハイツ・ヴェラスでは、多数の協力医療機関と提携している他、光ハイツ・ヴェラス琴似、真駒内公園で

は施設内にクリニックを併設（テナント入居）しています。

　当社の事業の系統図は次のとおりであります。
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４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金また
は出資金
（千円）

主要な事業
の内容

議決権の所有
（被所有）割
合（％）

関係内容

（その他の関係会社） 　 　 　 （被所有）
介護用品等の仕入れ

及び購入

東京事業所賃借

広告・宣伝の委託
株式会社メデカジャパン 埼玉県鴻巣市 16,118,116 介護事業 直接　30.1

　（注）　有価証券報告書の提出会社であります。

　

５【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

　 平成20年３月31日現在

従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

280〔57〕 44.8 3.8 3,106,881

　（注）１　従業員数は就業人員であり常用パートを含んでおります。

２　平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。

３　従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員数（１日８時間換算）であります。

(2）労働組合の状況

　当社には、労働組合（光ハイツ・ヴェラスユニオン）があり、連合全国コミュニティユニオン連合会札幌地域労組

に加盟しております。平成20年３月31日現在の組合員数は242名であります。

　なお、労使関係については円滑な関係にあり、特記すべき事項はありません。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

　当事業年度における我が国経済は、企業収益の改善や設備投資の増加等により持続的な景気拡大基調が続いてい

たものの、米国におけるサブプライム問題に端を発する世界的な金融市場の混乱や米国経済の減速懸念に加え、原

油・素材価格の高騰等により景気の先行きに不透明感が強くなりました。マンションディベロッパーや不動産投資

ファンドなども、これら金融市場の混乱の煽りを受けた形で活発な投資活動に陰りが見えてきた時期でした。

　当社の事業領域である高齢者介護事業業界において、多様化する介護サービスへの対応が求められ、業界最大手事

業者による不祥事と事業解体という、利用者である被保険者や業界全体を巻き込み業界勢力の再編成をもたらす未

曾有の出来事をきっかけに、あらためて企業コンプライアンスの徹底が事業者の最重要課題という認識を強くした

年でした。

　また、第３期介護保険事業支援計画２年度にあたり、当社が事業を展開する札幌市や北海道全域においても、特定

施設認定に関わる総量規制の中で、いわゆる指定枠を確保した事業者による特定施設の介護付有料老人ホームや高

齢者専用賃貸住宅の新規開設が続いたのに加え、介護療養型病床削減および規制緩和を背景に医療法人による退院

者の受け皿としての高齢者施設の開設も見られるように、事業者間競争が本格化する兆しが表面化した年となりま

した。

　高齢者の生活の安寧を支えるはずの年金制度をはじめ、医療保険や介護保険制度も財政危機に陥り国の社会保険

制度の抜本的な見直しが進められている現状の中、高齢者の老後の生活資金への不安感が高まり、有料老人ホーム

における高額な入居一時金や月額費用に対する消費者の反応を意識し、新規開設のホームについては、入居一時金

ゼロまたは低額に抑制する施設が増加しました。

　このような状況のもと、当社は、当事業年度内においては施設の新規開設に向けて検討整備を進めつつ、空室販売

に注力し営業部門の人員体制を増強したほか、全社を挙げて営業活動を展開した結果、光ハイツ・ヴェラス真駒内

公園の36室を確保し入居率を年度当初の70％から82％まで引き上げました。また、光ハイツ・ヴェラス石山、月寒公

園、藤野、琴似の４施設については、琴似および月寒公園が満室となったほか石山、藤野につきましても２施設合わ

せ15室の新規入居実績を得て、５施設全体の平均入居率は90％台を堅持いたしました。特に琴似では空室待ちのお

客様が90組に達し、施設開設約５年を経てなお高い人気を誇っております。

　また、当社はコンプライアンスを経営方針の一つとして位置づけ、全役職員の行動規範を制定し、コンプライアン

ス関連諸規程を整える中、法令遵守体制の強化を進めてまいりました。また、日本版SOX法（金融商品取引法）への

対応として、内部統制とIT統制整備計画を策定し、具体的に推進しました。

　以上の結果、当事業年度における売上高は、2,687,796千円（前年同期比1.2％増）となり、営業利益278,870千円（同

11.8%減）、経常利益225,149千円（同9.8％減）、当期純利益120,366千円（同5.6％減）となりました。

　

(2）キャッシュ・フローの状況

　当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は938,349千円（前年同期比12.7％増）とな

りました。

　当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは93,506千円の資金収入（同94.8％減）となりました。

その主な要因は税引前当期純利益および減価償却費の計上があった一方、入居金・介護料預り金の減少および法人

税の支払いがあったことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度において、投資活動によるキャッシュ・フローは307,866千円の資金支出（同82.1％減）となりました。

その主な要因は貸付けおよび投資有価証券の取得による支出によるものです。
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度において、財務活動によるキャッシュ・フローは320,121千円の資金収入（同12.3％減）となりました。

その主な要因は短期借入れによる収入があったことによるものであります。

 　　　  当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

　 平成19年３月期 平成20年３月期 

自己資本比率（％） 9.3 10.1

時価ベースの自己資本比率（％） 13.9 11.7

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 132.2 2,879.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 25.1 1.3

 　　　　自己資本比率：自己資本／総資産

　　　　 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　　　　 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

　　　　 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

 　　　　（注）１　株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。

　　　　 　　　２　キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。利払いにつきましては、キャ

　　　　　　　 　　ッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

　　　　　　　 ３  有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

                   います。　　　 

２【生産、受注及び販売の状況】

　当社は、有料老人ホームの設置、運営、管理等のサービス提供という単一の事業を行っており、事業部門の区別による

記載は行っておりません。

(1）生産実績

　該当事項はありません。

(2）受注実績

　該当事項はありません。

(3）販売実績

　当事業年度における販売実績は、次のとおりであります。

区分
当事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

有料老人ホーム事業
販売高（千円） 前年同期比（％）

2,687,796 101.2

　 うち介護保険報酬 665,002 114.9

　（注）１　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　主な相手先別に対する販売実績は、いずれの相手先についても、販売実績の総販売実績に対する割合が100分

の10未満のため、記載を省略しております。
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３【対処すべき課題】

(1）老人福祉法、介護保険法の改正が及ぼす企業収益の減少　

　介護保険財政の逼迫を理由として平成21年に予定されております介護保険法の次の改訂時には、特定施設の介護

報酬についても引き下げや介護保険利用者の自己負担部分の引き上げが生じる可能性があり、当社は介護保険収入

減に備えた準備をする必要があります。対応策としまして、人件費、その他介護関連サービスコストの削減という課

題に取り組んでおります。介護保険法における直接処遇職員の配置基準は要介護認定者３人に対し１人以上という

ルールであり、当社はそれを上回る2.5対１以上を表示しておりますが、配置の現状は1.57：１平均とかなり手厚い

介護体制をとっています。この介護体制の中で介護サービスの質を落とさず、職員の配置効率を向上することが課

題であると認識しております。介護保険外のサービスである通院送迎や、居室清掃、配膳、買い物サービスといった

付加価値サービスについて、中には健常な方々に対する過剰サービスといった実態がありましたが、それを改善す

るために健常者と判断できるご入居者に対するサービスや病院付添等の有料化を全施設の運営懇談会の議決を経

て実施いたしました。このような収入増の取組みと職員の配置効率の改善により介護保険報酬減額の影響の極小化

を図ってまいります。

(2）競争激化する有料老人ホーム業界における優位差別性の確保

　今後もさらに新規施設の開設が進み、多種多様な入居システムのホームおよび高齢者用賃貸住宅が増えることに

より、有料老人ホーム業界の競争激化は進むものと思われます。数年後に高齢者の仲間入りをする800万人の団塊の

世代のニーズをつかみ取れるビジネスモデル訴求の可否がこの入居獲得競争に優位差別性を持つ鍵であり、さらに

入居後に対するサービス提供の質が高入居率確保の鍵となります。当社は、複数のビジネスモデルを展開し、より優

位差別化できる上質なサービスの提供に取り組んでまいります。

(3）自治体による有料老人ホームの開設規制

　多くの自治体は、介護保険財政の悪化により、グループホームや特定施設入居者生活介護事業者である有料老人

ホームの開設に規制を設けています。介護保険報酬を主要収入源として事業所を増やしてきた事業者は、新規開設

規制により非常に厳しい状況に立たされます。当社のような事業形態の有料老人ホームも、特定施設としての新規

開設は厳しくなります。

　今後の新規開設においては、医療機関、通所介護、居宅介護支援事業、ショートステイ、介護予防関連等を取り入れ

た複合型の有料老人ホームというモデルをつくり開設することにより、法改正による収入減ならびに、開設規制を

クリア出来る事業展開が必要と考えています。

(4）コンプライアンス体制の強化

　法令遵守の徹底強化を推進するため、コンプライアンス委員会を設置し、役職員の行動規範を制定しております。

企業価値向上を目指すために、企業倫理、コンプライアンスについて全役職員が共通の認識を持ち、公正な判断と適

正な行動を可能とするシステムを整備しており、透明性の高い管理体制を確保しております。

  また、未然に不正などを防止する体制として、内部通報制度をさらに精度を高め全社体制を構築し、行動規範の遵

守を徹底することにより、不正行為などの防止を図っています。コンプライアンスの推進やその実施状況の確認は、

コンプライアンス委員会およびサービス向上委員会で課題の協議を行っています。就業規則に抵触などの諸問題に

ついては、賞罰委員会に答申し、取締役会の決議を要する体制を確保しています。

(5) コーポレートガバナンスの強化

　会社法施行、金融商品取引法等の移行により、透明性の高い経営体質と内部統制システムの構築を求められる中、

経営陣の強化（社外経験者の招聘）、監査体制の強化（会計監査人の選任および経営状況の適正な監視）、内部監

査体制の強化（他の部門から独立した部門として、業務監査および不正などの防止）、内部統制体制の強化（企業

経験経営者の参画・業務分担の明確化・経営の公平透明性の確保・施設リスク管理体制整備）、内部監査・監査役

監査・会計監査の相互連携（適正な意見の交換・業務立ち入りなど）等を通じて企業価値の向上を図るとともに

健全な企業活動を実施し、ステークホルダーへの責任を果たしてまいります。
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(6) 当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の導入について

　当社は、平成19年５月29日開催の取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関

する基本方針（会社法施行規則第127条柱書に規定されるものをいいます。）である「光ハイツ・ヴェラスと株主

様との関係に関する方針」（ＨＳＲ方針）、ならびにこの基本方針を実現するための特別な取組み（会社法施行規

則第127条第２号イ）について決議しておりました。また、当社は同決議に基づき、当社株式の大量買付行為に関す

る手続き（ＨＳＲルール）を制定しておりましたが、平成20年６月27日開催の当社定時株主総会（以下、「本株主

総会」といいます。）において、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配

されることを防止するための取組み（会社法施行規則第127条第２号ロ）の一つとして「当社株式の大量買付行為

に関する対応策（買収防衛策）」（以下、「本プラン」といいます。）を導入することにいたしました。

①　光ハイツ・ヴェラスと株主様との関係に関する方針（ＨＳＲ方針）

　上場会社である当社における「当社の財務および事業の方針の決定を支配する者」としての在り方は、当社の

企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資する者が望ましく、その判断は最終的には会社の株主様全体

の意思に基づき決定されるべきものであります。

　そのためには株主の皆様には十分に情報が提供された上で、その適切な判断がなされる環境を当社が整えるべ

きであると考えております。

　当社は、創業以来22年間に顧客であるご入居者、株主、取引先、地域とともに培ってまいりました有料老人ホーム

事業の経営ノウハウ、高齢者支援サービスノウハウを根幹とする「人生100年の理想郷づくり＝真の長寿社会の

実現」を目指す事業活動を通じて企業価値・株主共同の利益の確保・向上に取り組んでおります。

　有料老人ホーム業界あるいは高齢者住宅業界が一段と激化する競争の中にあって当社が持続的な成長を実現し

ていくためには、従来型の発想・取組みに拘泥することなく、時代のニーズに応える新しい事業モデルを核とし

た新たな需要・市場創造に積極的に挑戦していく姿勢が必要不可欠であると考えております。そしてこうした革

新・挑戦を担うのは、当社が培ってきた「人に基軸をおいた経営」の下での強いチームワークによる人と組織の

力です。当社は「高齢者のための理想の住まいの提供」という「事業理念」に基づく戦略策定を実践し徹底して

おり、当社の発展は、こうした事業理念や社員と経営陣との深い信頼関係を背景にしてこそ実現し得るものと考

えております。

　加えて、当社が長期的視野に立って持続的な成長を維持していくためには、団塊世代を含む高齢者のニーズと自

己実現欲求を熟知した上での「安心」と「満足」を提供できる施設展開ならびにサービスの深化が今後必要不

可欠です。私たちはそれを推進するVARUS(ヴェラス)マインドともいえる企業文化をさらに磨き、絶えず保持して

いく必要があります。また、環境や地域、社会との共生を図りつつ、社会的存在感のある企業としての信頼と認知

を高めていくことで、ご入居者・取引先・社員等といった様々なステークホルダーとの信頼関係を維持していく

ことも、極めて重要です。

　このように、当社の企業価値は、これまで当社が培ってきた有形無形の財産にこそその源泉があるということが

できます。

　これら当社の企業価値の源泉が、当社の財務および事業の方針の決定を支配することとなる大量買付けを行う

者の下においても、長期的に確保され、向上させられるのでなければ、当社の企業価値・株主共同の利益は毀損さ

れることになります。従って、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する恐れが、株式の大量買付けを行

う者の目的等から認められる場合には、そうした大量買付行為は不適切であると考えます。

　さらに、株式の大量買付行為の中には、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるものや、対象会社の取

締役会や株主が買付の条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時

間や情報を提供しないもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものもあります。当社は、これら

の大量買付行為も不適切なものであると考えます。

　当社は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させる大量買付行為であるか否かについて、株主様がそ

の提案やそれに対する当社の現経営陣の経営方針等について十分な情報を得た上で、適切な判断を下すことを好

ましいと考えますし、また、当社の企業価値・株主共同の利益に反するおそれのある大量買付けや株主による適

切な判断が困難な方法で大量買付けを行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として適当で

ないと考えます。

②　ＨＳＲ方針を実現するための当社の取組み　

　当社は、有料老人ホーム事業創業22年の成果を踏まえ、当社の企業価値の源泉を最大限活かしていくことで、企

業価値・株主共同の利益の更なる向上を目指すべく、事業計画を策定しております。
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　本計画において当社が目指すものは「人生100年の理想郷づくり＝真の長寿社会の実現」による企業価値の極

大化です。当社は、経営理念の徹底した実践を通じ①さらに上質なフラグシップ的有料老人ホームの提供②時代

の要請に応える上質かつリーズナブルプライスの高齢者専用住宅の提供③高齢者の自己実現欲求に応える充実

したハイレベルなサービス提供④高い資本効率ならびに収益力、強固な財務体質の整備、⑤医療機関・介護事業

者との連携での24時間医療介護体制モデルの構築による「安心」の提供、⑥札幌大都市圏中心に道内拠点都市へ

の進出、といった目標を目指し着々と実現することが、当社の経営資源の有効活用と当社の企業価値の極大化に

つながるものと考え、その実現に向けた具体的な施策に取り組んでまいります。

　当社は、こうした事業計画の着実な遂行を通じて株主・投資家の皆様からの信頼と理解を得ていくことで、さら

に企業価値・株主共同の利益を向上させることにより、ＨＳＲ方針の実現、徹底に努めてまいります。

③　本プラン導入の目的

　当社取締役会は、当社株式の大量買付け行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主および投資

家の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報および時間、ならびに大量買付行為を行おうとする者と

の交渉の機会を確保するために、本プランを導入することといたしました。

　本プランは、以下の通り、当社株式の大量買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを策定するとともに、

一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大量買付行為を行おうとする者に損害が発生する可能性が

あることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さな

い当社株式の大量買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。

　なお、本プランにおいては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、独立委員

会規定（その概要については別紙１をご参照ください。）に従い、当社社外取締役、当社社外監査役、または社外

の有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者またはこれらに準じる

者）で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会（以下、「独立委員会」と

いいます。）の勧告を最大限尊重するとともに、株主および投資家の皆様に適時に情報開示を行うことにより透

明性を確保することとしています。独立委員会の委員には、別紙２に記載の４氏が就任いたします。

　また、平成20年３月31日現在における当社大株主の状況は、別紙３「当社の大株主の株式保有状況」の通りで

す。なお、当社は現時点において当社株式の大量買付行為に係る提案を受けているわけではありません。

④　本プランの内容（基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されるこ

とを防止するための取組み）

(a) 本プランに係る手続き

ア　対象となる大量買付け等

　本プランは以下の(ⅰ)または(ⅱ)に該当する当社株式の買付け、またはこれに類似する行為（ただし、当社取

締役会が承認したものを除きます。当該行為を、以下、「大量買付け等」といいます。）がなされる場合を適

用対象とします。大量買付け等を行い、または行おうとする者（以下、「買付者等」といいます。）は、予め本

プランに定められる手続きに従わなければならないものとします。

(ⅰ)当社が発行者である株券等（注1）について、保有者（注2）の株券等保有割合（注3）が20％以上となる

買付け

(ⅱ)当社が発行者である株券等 （注4）について、公開買付け（注5）に係る株券等の株券等所有割合（注

6）およびその特別関係者（注7）の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け

イ　意向表明書の当社への事前提出

　買付者等におきましては、大量買付け等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大量買付

け等に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下、「意向表明書」と

いいます。）を当社の定める書式により提出していただきます。

　具体的には、意向表明書には、以下の事項を記載していただきます。

(ⅰ)買付者等の概要

(イ)　氏名または名称および住所又または所在地

(ロ)　代表者の役職および氏名

(ハ)　会社等の目的および事業の内容

(ニ)　大株主または大口出資者（所有株式または出資割合上位10名）の概要

(ホ)  国内連絡先

(ヘ)  設立準拠法

(ⅱ)買付者等が現に保有する当社の株式の数、および、意向表明書提出前60日間における買付者等の当社の株

式の取引状況
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(ⅲ)買付者等が提案する大量買付け等の概要（買付者等が大量買付け等により取得を予定する当社の株式の

種類及び数、ならびに大量買付け等の目的（支配権取得若しくは経営参加、純投資若しくは政策投資、大量

買付け等の後の当社の株式の第三者への譲渡等、または重要提案行為等(注８)その他の目的がある場合に

は、その旨及び内容。なお、目的が複数ある場合にはそのすべてを記載していただきます。）を含みます。）

ウ　本必要情報の提供

　  上記イの意向表明書をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、以下の手順に従い、当社に対

して、大量買付け等に対する株主及び投資家の皆様のご判断のために必要かつ十分な情報（以下、「本必要

情報」といいます。）を提供していただきます。

　　まず、当社は、買付者等に対して、意向表明書を提出していただいた日から10営業日(注９)（初日不算入）以

内に、当初提出していただくべき情報を記載した情報リストを上記イ(ⅰ)(ホ)の国内連絡先に発送いたします

ので、買付者等には、情報リストに従って十分な情報を当社に提供していただきます。

　　また、情報リストに従い買付者等から提供された情報では、大量買付け等の内容及び態様等に照らして、株主

及び投資家の皆様のご判断及び当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役会が合理

的に判断する場合には、当社取締役会が別途請求する追加の情報を買付者等から提供していただきます。

　　なお、大量買付け等の内容及び態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、原則として情報リストの

一部に含まれるものとします。

(ⅰ)買付者等及びそのグループ（共同保有者(注10)、特別関係者及びファンドの場合は各組合員その他の構成

員を含みます。）の詳細（沿革、具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、役員の氏名及び職歴等を含み

ます。）

(ⅱ)大量買付け等の目的（意向表明書において開示していただいた目的の詳細）、方法及び内容（経営参画

の意思の有無、大量買付け等の対価の種類及び金額、大量買付け等の時期、関連する取引の仕組み、買付予

定の株券等の数及び買付け等を行った後における株券等所有割合、大規模買付け等の方法の適法性を含み

ます。）

(ⅲ)大量買付け等の対価の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報及び大量買付け等に

係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、算定の際に第三者の意見を聴取した場合

における当該第三者の名称、意見の概要及び当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経緯を含みま

す。）

(ⅳ)大量買付け等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名称、調達方法及び

関連する取引の内容を含みます。）

(ⅴ)大量買付け等に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡がある場合はその内容及び

当該第三者の概要

(ⅵ)買付者等が既に保有する当社の株式に関する貸借契約、担保契約、売戻契約、売買の予約その他の重要な

契約または取決め（以下、「担保契約等」といいます。）がある場合には、その契約の種類、契約の相手方

及び契約の対象となっている株式の数量等の当該担保契約等の具体的内容

(ⅶ)買付者等が大量買付け等において取得を予定する当社の株式に関し担保契約等の締結その他第三者との

間の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、契約の相手方および契約の対象となっている

株式の数量等の当該合意の具体的内容

(ⅷ)大量買付け等の後における当社および当社グループの経営方針、事業計画、資本政策および配当政策

(ⅸ)大量買付け等の後における当社の従業員、労働組合、取引先、顧客および地域社会その他の当社に係る利

害関係者の処遇等の方針

(ⅹ)当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策

　　なお、当社取締役会は、買付者等から大量買付け等の提案がなされた事実とその概要および本必要情報の概

要その他の情報のうち株主および投資家の皆様のご判断に必要であると認められる情報がある場合には、適

切と判断する時点で開示いたします。

　　また、当社取締役会は、買付者等による本必要情報の提供が十分になされたと認めた場合には、その旨を買付

者等に通知（以下、「情報提供完了通知」といいます。）するとともに、速やかにその旨を開示いたします。
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エ　取締役会評価期間の設定等

　　当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、大量買付け等の評価の難易度等に応じて、以下の(ⅰ)または

(ⅱ)の期間（いずれも初日不算入）を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成および代替案立案のた

めの期間（以下、「取締役会評価期間」といいます。）として設定します。

(ⅰ)対価を現金（円貨）のみとする当社全株式を対象とした公開買付けの場合には最大60日間

(ⅱ)その他の大量買付け等の場合には最大90日間

　　ただし、上記(ⅰ)(ⅱ)いずれにおいても、取締役会評価期間は取締役会が必要と認める場合には延長できる

ものとし、その場合は、具体的延長期間および当該延長期間が必要とされる理由を買付者等に通知すると

ともに株主および投資家の皆様に開示いたします。また、延長の期間は最大30日間とします。

　　当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、買付者

等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観

点から、買付者等による大量買付け等の内容の検討等を行うものとします。当社取締役会は、これらの検討

等を通じて、大量買付け等に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知する

とともに、適時かつ適切に株主および投資家の皆様に開示いたします。また、必要に応じて、買付者等との

間で大量買付け等に関する条件・方法について交渉し、さらに、当社取締役会として、株主および投資家の

皆様に代替案を提示することもあります。

オ　対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告

　独立委員会は、取締役会評価期間内に、上記エの当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成および代替

案立案と並行して、以下の手続きに従い、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非に関する勧告を行う

ものとします。その際、独立委員会の判断が当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するように

なされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した外

部専門家（投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他

の専門家を含みます。）の助言を得ることができるものとします。なお、独立委員会が当社取締役会に対して

以下の(ⅰ)または(ⅱ)に定める勧告をした場合には、当社取締役会は、当該勧告の事実とその概要その他当社

取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示いたします。

(ⅰ)独立委員会が対抗措置の発動を勧告する場合

　　独立委員会は、買付者等が上記イからエまでに規定する手続きを遵守しなかった場合、または買付者等に

よる大量買付け等が専ら買付者等の短期的な利得のみを目的とするものである等、当社の企業価値・株主

共同の利益を著しく損なうものであると認められる場合には、当社取締役会に対して、対抗措置の発動を

勧告します。なお、別紙４に掲げるいずれかの類型に該当すると判断される場合には、原則として、当該大

量買付け等は当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであると認められる場合に該当する

ものとします。

(ⅱ)独立委員会が対抗措置の不発動を勧告する場合

　　(ⅰ)に定める場合を除き、独立委員会は、当社取締役会に対して対抗措置の不発動を勧告します。

カ　取締役会の決議

　当社取締役会は、オに定める独立委員会の勧告を最大限尊重するものとし、当該勧告を踏まえて当社の企業

価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から速やかに対抗措置の発動または不発動の決議を行うも

のとします。

　当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、その内容が対抗措置の発動であるか不発動であるかを問わ

ず、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。

キ　対抗措置の中止または発動の停止

　当社取締役会が上記カの手続きに従い対抗措置の発動を決議した後または発動後においても、(ⅰ)買付者等

が大量買付け等を中止した場合または(ⅱ)対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変

動が生じ、かつ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から対抗措置の発動が相当でな

いと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、独立委員会の勧告に基づき、または勧告の有無若し

くは勧告の内容にかかわらず、対抗措置の中止または発動の停止を行うものとします。

　当社取締役会は、上記決議を行った場合、速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する

事項について、情報開示を行います。
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ク　大量買付け等の開始

　買付者等は、上記アからカに規定する手続きを遵守するものとし、取締役会において対抗措置の発動または

不発動の決議がなされるまでは大量買付け等を開始することはできないものとします。

(b) 本プランにおける対抗措置の具体的内容

　当社取締役会が上記(a)カに記載の決議に基づき発動する対抗措置の一つとしては、新株予約権（以下、「本新

株予約権」といいます。）の無償割当てを行うことを想定しています。ただし、会社法その他の法令および当社

の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが相当と判断される場合には当該その他の対抗措置を

用いることもあります。

本新株予約権の無償割当ての概要は、別紙５「新株予約権無償割当ての概要」に記載の通りとします。

　当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後または発動後においても、上記(a)キに記載の通り、対抗措置の

中止または発動の停止を決定することがあります。例えば、対抗措置として当社取締役会が本新株予約権の無

償割当てを決議した場合において、買付者等が大量買付け等を中止し、当社取締役会が上記(a)キに記載の決議

を行った場合には、本新株予約権の無償割当てについて設定した基準日に係る権利落ち日の前日までにおいて

は本新株予約権の無償割当てを中止し、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以後本新株予約権の行使期間

の開始日の前日までにおいては当社が無償で本新株予約権を取得する等の方法で、対抗措置の発動を停止する

ことができるものとします。

(c) 本プランの有効期間、廃止および変更

　本プランの有効期間は、本株主総会から平成23年6月開催予定の定時株主総会終結の時までとします。

　ただし、当該有効期間の満了前であっても、当社定款上取締役の任期は1年でありますので、当社取締役の選任

を通じて株主の皆様のご意向を示していただくことが可能であるほか、当社の株主総会において本プランの変

更または廃止の決議がなされた場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更または廃止されるもの

とします。また、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がな

された場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。

　なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令若しくは金融商品取引所規則の変更またはこれ

らの解釈・運用の変更、または税制、裁判例等の変更により合理的に必要と認められる範囲で独立委員会の承

認を得た上で、本プランを修正し、または変更する場合があります。

　当社は、本プランが廃止または変更された場合には、当該廃止または変更の事実および（変更の場合には）変

更内容その他当社取締役会が適切と認める事項について、情報開示を行います。

⑤　本プランの合理性

(a) 買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること

　本プランは、経済産業省および法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保ま

たは向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原

則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を充足しています。

(b) 当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

　本プランは、上記③に記載の通り、当社株式に対する大量買付け等がなされた際に、当該大量買付け等に応じ

るべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を

確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共

同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。

(c) 株主意思を重視するものであること

　本プランは本株主総会において株主の皆様のご承認を得たうえで導入することとしており、上記④(c)に記載

した通り、当社取締役の選任を通じて株主の皆様のご意向を示していただくことが可能であるほか、その後の

当社株主総会において本プランの変更または廃止の決議がなされた場合には、本プランも当該決議に従い変更

または廃止されることになります。従いまして、本プランの導入および廃止には、株主の皆様のご意思が十分反

映される仕組みとなっています。
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(d) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

　当社は、本プランの導入にあたり、大量買付け等への対抗措置の発動等に関する取締役会の恣意的判断を排

し、取締役会の判断および対応の客観性および合理性を確保することを目的として独立委員会を設置します。

　独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社社外取締役、当社社外監査役または社外

の有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者またはこれらに準じる

者）から選任される委員３名以上により構成されます。

　また、当社は、必要に応じ独立委員会の判断の概要について株主および投資家の皆様に情報開示を行うことと

し、当社の企業価値・株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行われる仕組みを確保していま

す。

(e) 合理的な客観的発動要件の設定

　本プランは、上記④(a)に記載の通り、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設

定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。

(f) デッドハンド型若しくはスローハンド型買収防衛策ではないこと

　上記④(c)に記載の通り、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつ

でも廃止することができるものとされております。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会

の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。

　また、当社は取締役任期を1年としており、期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型（取

締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）

でもありません。

⑥　株主および投資家の皆様への影響

(a) 本プランの導入時に株主および投資家の皆様に与える影響

　本プランの導入時には、本新株予約権の発行自体は行われません。従って、本プランがその導入時に株主の皆

様の有する当社株式に係る法的権利および経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることはありません。

　なお、前述の④(a)に記載の通り、買付者等が本プランを遵守するか否か等により当該買付行為に対する当社の

対応方針が異なりますので、株主および投資家の皆様におかれましては、買付者等の動向にご注意ください。

(b) 本新株予約権の無償割当て時に株主および投資家の皆様に与える影響

　当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てを行う場合には、別途定める割当て期日

における株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された株主の皆様に対し、その保有する株式１株につ

き本新株予約権１個を上限とした割合で、本新株予約権が無償にて割り当てられます。このような仕組み上、本

新株予約権の無償割当て時においても、株主の皆様が保有する当社株式１株あたりの経済的価値の希釈化は生

じるものの保有する当社株式全体の経済的価値の希釈化は生じず、また当社株式１株あたりの議決権の希釈化

は生じないことから、株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利および経済的利益に対して直接具体的な影

響を与えることは想定しておりません。

　ただし、買付者等につきましては、この対抗措置の発動により、結果的に、法的権利または経済的利益に何らか

の影響が生じる場合があります。

　なお、当社取締役会が、本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であっても、上記④(a)キに記載の手続き

等に従い当社取締役会が発動した対抗措置の中止または発動の停止を決定した場合には、当社株式の株価に相

応の変動が生じる可能性があります。例えば、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後にお

いて、当社が対抗措置の発動の停止を実施し本新株予約権を無償取得して新株を交付しない場合には、株主の

皆様が保有する当社株式１株あたりの経済的価値の希釈化は生じないことになるため、当社株式１株あたりの

経済的価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った株主および投資家の皆様は、株価の変動により損

害を被る可能性がある点にご留意ください。

　また、本新株予約権の行使または取得に関して差別的条件を付す場合には、当該行使または取得に際して、買

付者等の法的権利、経済的利益に影響が生じることが想定されますが、この場合であっても、買付者等以外の株

主の皆様の有する当社株式に係る法的権利および経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定

しておりません。
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(c) 本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続き

ア　名義書換の手続き

　当社取締役会が本新株予約権の無償割当ての決議を行った場合には、当社取締役会において割当て期日を

定め、これを公告します。割当て期日における最終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された

株主の皆様に新株予約権が無償にて割当てられますので、株主の皆様におかれましては、公告された割当て

期日までに株式の名義書換手続きを行っていただく必要があります。なお、証券保管振替機構に対する預託

を行っている株券については、名義書換手続きは不要です。

イ その他の手続き

　なお、割当て期日における最終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された株主の皆様は、当該

新株予約権の無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者となるため、申込みの手続きは不要で

す。

　また、株主の皆様には、新株の取得のために所定の期間内に本新株予約権を行使していただく必要が生じる

可能性があります。（その際には一定の金銭の払込みを行っていただきます。）

　以上のほか、割当て方法、行使の方法および当社による取得の方法等の詳細については、本新株予約権の無

償割当てに関する当社取締役会の決議が行われた後、当社は、その手続きの詳細に関して、適用ある法令およ

び金融商品取引所規則に基づき、適時かつ適切に開示または通知を行いますので当該開示または通知の内容

をご確認ください。

　以　上

(注１)　金融商品取引法第27条の23第１項に定義されます。以下別段の定めがない限り同じとします。なお、本プ

ランにおいて引用される法令等に改正（法令名の変更や旧法令等を継承する新法令等の制定を含みま

す。）があった場合には、本プランにおいて引用される法令等の各条項は、当社取締役会が別途定める場

合を除き、当該改正後においてこれらの法令等の各条項を実質的に継承する法令等の各条項に読み替え

られるものとします。

(注２)　金融商品取引法第27条の23第1項に規定される保有者をいい、同条第3項に基づき保有者に含まれる者を

含みます。

(注３)　金融商品取引法第27条の23第4項に定義されます。以下同じとします。

(注４)　金融商品取引法第27条の2第1項に定義されます。以下(ⅱ)において同じとします。

(注５)　金融商品取引法第27条の2第6項に定義されます。以下同じとします。

(注６)　金融商品取引法第27条の2第8項に定義されます。以下同じとします。

(注７)　金融商品取引法第27条の2第7項に定義される特別関係者をいいます。ただし、同項第1号に掲げる者につ

いては、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第2項で定める者を除

きます。以下同じとします。

(注８)　金融商品取引法第27条の26第1項、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項、および株券等の大量保有

の状況の開示に関する内閣府令第16条に規定される重要提案行為等をいいます。以下別段の定めがない

限り同じとします。

(注９)　営業日とは、行政機関の休日に関する法律第1条第１項各号に掲げる日以外の日をいいます。以下同じと

します。

(注10)　金融商品取引法第27条の23第5項に定義される共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみな

されると当社取締役会が認めた者を含みます。以下同じとします。

EDINET提出書類

株式会社光ハイツ・ヴェラス(E05670)

有価証券報告書

18/76



　別紙１

独立委員会規定の概要

１．独立委員会は、当社取締役会の決議により、大量買付け等への対抗措置の発動等に関する取締役会の恣意的判断を排

し、取締役会の判断および対応の客観性および合理性を確保することを目的として、設置される。

２．独立委員会委員は、３名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立した、(1)当社社外取締役、(2)当社社外監査役

または(3)社外有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士、若しくは学識経験者またはこれらに

準じる者）のいずれかに該当する者の中から、当社取締役会の決議に基づき選任される。なお、当社は、独立委員会委

員との間で、善管注意義務および秘密保持義務に関する規定を含む契約を締結する。

３．独立委員会委員の任期は、選任のときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終

結の日または別途当該独立委員会委員と当社が合意した日までとする。ただし、当社取締役会の決議により別段の定

めをした場合はこの限りではない。

４．独立委員会は、当社代表取締役または各独立委員会委員が招集する。

５．独立委員会の議長は、各独立委員会委員の互選により選定される。

６．独立委員会の決議は、原則として、独立委員会委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行う。ただし、独立委員会

委員のいずれかに事故があるときその他特段の事由があるときは、原則として、当該独立委員会委員を除く独立委員

会委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行う。

７．独立委員会は、以下の各号に記載される事項について審議のうえ決議し、その決議内容を、理由を付して当社取締役会

に対して勧告する。

    (1)本プランに係る対抗措置の発動の是非

(2)本プランに係る対抗措置の中止または発動の停止

(3)本プランの廃止および変更

(4)その他本プランに関連して当社取締役会が任意に独立委員会に諮問する事項

　　　各独立委員会委員は、独立委員会における審議および決議においては、専ら当社の企業価値・株主共同の利益に資する

か否かの観点からこれを行うことを要し、自己または当社の経営陣の個人的利益を図ることを目的としてはならな

い。

８．独立委員会は、必要に応じて、当社の取締役、監査役または従業員その他必要と認める者を出席させ、独立委員会が求

める事項に関する意見または説明を求めることができる。

９．独立委員会は、その職務の遂行にあたり、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した外部専門家（投資

銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。）から

助言を得ることができる。

　以　上
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　別紙２

独立委員会委員の略歴

藤田　美津夫　　（フジタ・ミツオ）

　　昭和２６年生まれ

　　昭和５７年　４月　　弁護士登録（札幌弁護士会）

　　昭和５７年　４月　　藤田法律事務所開設

　　平成１６年～１７年　札幌弁護士会会長

　　平成１７年～１８年　北海道弁護士会連合会理事長

　　平成１９年～２０年　日本弁護士連合会副会長

 

清野　吉雄　（キヨノ・ヨシオ）

　　昭和２４年生まれ

　　昭和４９年　９月　　クーパーズアンドライブランド会計事務所入所

　　昭和５８年　２月　　公認会計士第三次試験合格

　　昭和５８年　７月　　清野吉雄公認会計事務所所長　（現任）

　　　　　　　　　　　　明和監査法人にて監査業務従事

 

山崎　駿　　（ヤマザキ・シュン）

　　昭和２１年生まれ

　　昭和５０年１０月　　公認会計士第三次試験合格

　　昭和５０年１１月　　公認会計士山崎駿事務所所長　（現任）

　　平成１０年～１３年　日本公認会計士協会北海道会会長

　　平成１４年６月～　　日本公認会計士協会北海道会相談役　（現任）

 

酒井　純　　（サカイ・ジュン）

　　昭和２９年生まれ

　　昭和５９年３月　　　公認会計士第三次試験合格

　　昭和５９年４月　　　公認会計士酒井純事務所所長　　(現任）

　　平成１６年６月～　　日本公認会計士協会北海道会副会長　（現任）

 

※上記４氏と当社との間において、顧問契約等の関係はございません。
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　別紙３

当社の大株主の株式保有状況（平成20年3月31日現在）

１．発行可能株式総数　30,960株

２．発行済株式の総数　 7,740株

３．株主数　　　　　　　 454名

４．大株主（上位10名）

株　主　名　
当社への収支状況

　持株数(株) 出資比率(％)　

株式会社メデカジャパン 2,327 30.06

株式会社保健科学研究所 925 11.95

株式会社加ト吉　 680 8.78

アムス・インターナショナル株式会社 607 7.84

株式会社ＴＺＣＳ 542 7.00

安田隆夫 279 3.60

株式会社グンエイ　 170 2.19

加藤義和株式会社 160 2.06

株式会社グローバルフードサービス　 160 2.06

栄和綜合リース株式会社 160 2.06

　別紙４

当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと認められる類型

１．買付者等が真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で当社の株式を当社また

は当社関係者に引取らせる目的で当社の株式の取得を行っているまたは行おうとしている者（いわゆるグリーンメイ

ラー）であると判断される場合

２．当社の会社経営を一時的に支配して当社または当社グループ会社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘

密情報、主要取引先または顧客等の当社または当社グループ会社の資産を当該買付者等またはそのグループ会社等に移

転する目的で当社の株式の取得を行っていると判断される場合

３．当社の会社経営を支配した後に、当社または当社グループ会社の資産を当該買付者等またはそのグループ会社等の債

務の担保や弁済原資として流用する目的で、当社の株式の取得を行っていると判断される場合

４．当社の会社経営を一時的に支配して、当社または当社グループ会社の事業に当面関係していない不動産、有価証券等

の高額資産等を売却等により処分させ、その処分利益をもって一時的に高配当をさせるかあるいは一時的高配当による

株価の急上昇の機会を狙って当社の株式の高価売抜けをする目的で当社の株式の取得を行っていると判断される場合

５．買付者等の提案する当社の株式の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収（最初の買付けで当社の株式の全部の買付

けを勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式の買付け等

を行うことをいいます。）等の、株主の皆様の判断の機会または自由を制約し、事実上、株主の皆様に当社の株式の売却

を強要するおそれがあると判断される場合

６．買付者等の提案する当社の株式の買付条件（買付対価の種類および金額、当該金額の算定根拠、その他の条件の具体

的内容（当該取得の時期および方法を含みます。）、違法性の有無ならびに実現可能性等を含むがこれらに限られませ

ん。）が、当社の企業価値に照らして著しく不十分または不適切なものであると判断される場合

７．買付者等による支配権の取得により、当社株主はもとより、企業価値の源泉である顧客、従業員その他の利害関係者の

関係を破壊し、当社の企業価値・株主共同の利益の著しい毀損が予想されるなど、当社の企業価値・株主共同の利益の

確保または向上を著しく妨げるおそれがあると判断される場合

８．買付者等が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業価値との比較において、当該買付者等

が支配権を取得しない場合の当社の企業価値に比べ、著しく劣後すると判断される場合
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９．買付者等が公序良俗の観点から当社の支配株主として著しく不適切であると判断される場合

10．その他１．から９．までに準じる場合で、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合
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　別紙５

新株予約権無償割当ての概要

１．本新株予約権の割当総数

　　本新株予約権の割当総数は、本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議（以下、「本新株予約権無償割当て決

議」といいます。）において当社取締役会が別途定める一定の日（以下、「割当て期日」といいます。）における当社の

最終の発行済株式総数（ただし、同時点において当社の有する当社株式の数を除きます。）と同数を上限として、当社取

締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める数とします。

２．割当対象株主

　　割当て期日における最終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された株主に対し、その所有する当社普通株

式（ただし、同時点において、当社の有する当社株式を除きます。）１株につき１個を上限として、当社取締役会が本新

株予約権無償割当て決議において別途定める割合で本新株予約権の無償割当てをします。

３．本新株予約権の無償割当ての効力発生日

　　本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とします。

４．本新株予約権の目的である株式の種類および数

　本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、

「対象株式数」といいます。）は、１株を上限として当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める

数とします。ただし、当社が株式の分割または株式の併合等を行う場合は、所要の調整を行うものとします。

５．本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容および価格

　本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の当社普通株

式１株当たりの金額は１円以上で当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める額とします。

６．本新株予約権の譲渡制限

　本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。

７．本新株予約権の行使条件

　(1)特定大量保有者(注１)、(2)特定大量保有者の共同保有者、(3)特定大量買付者(注２)、(4)特定大量買付者の特別関係者、

若しくは(5)これら(1)から(4)までの者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲受け若しくは承継した

者、または、(6)これら(1)から(5)までに該当する者の関連者(注３)（これらの者を総称して、以下、「非適格者」といいま

す。）は、本新株予約権を行使することができないものとします。なお、本新株予約権の行使条件の詳細については、本新

株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。

８．当社による本新株予約権の取得

　当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が所有する本新株予約権を取得し、これと引換えに

本新株予約権１個につき対象株式数の当社普通株式を交付することができるものとします。非適格者が有する本新株予

約権を取得するときは、これと引換えに現金、債券等を交付する旨の定めを設ける場合があります。なお、本新株予約権

の取得条件の詳細については、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。

９．対抗措置発動の停止等の場合の無償取得

　当社取締役会が、対抗処置の発動を停止した場合その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定

める場合には、当社は、本新株予約権の全部を無償にて取得することができるものとします。

10．本新株予約権の行使期間等

　本新株予約権の行使期間その他必要な事項については、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定

めるものとします。
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(注１)　当社が発行者である株券等の保有者で、当該株券等に係る株券等保有割合が20％以上である者、または、これに該当

することとなると当社取締役会が認める者をいいます。ただし、その者が当社の株券等を取得・保有することが当

社の企業価値・株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議におい

て当社取締役会が別途定める者は、これに該当しないこととします。

(注２)　公開買付けによって当社が発行者である株券等（金融商品取引法第27条の2第1項に定義される株券等をいいます。

以下本注において同じとします。）の買付け等（金融商品取引法第27条の2第1項に定義される買付け等をいいま

す。以下本注において同じとします。）を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有（こ

れに準じるものとして金融商品取引法施行令第7条第1項に定めるものを含みます。）に係る株券等の株券等所有割

合がその者の特別関係者の株券等所有割合と合計して20％以上となる者、または、これに該当することとなると当

社取締役会が認める者をいいます。ただし、その者が当社の株券等を取得・保有することが当社の企業価値・株主

共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別

途定める者は、これに該当しないこととします。

(注３)　ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配され若しくはその者と共同の支配下にある者

（当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます。）、またはその者と協調して行動する者として当社取

締役会が認めた者をいいます。なお「支配」とは、他の会社等の「財務および事業の方針の決定を支配している場

合」（会社法施行規則第3条第3項に定義される場合をいいます。）をいいます。
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４【事業等のリスク】

　以下において、当社事業展開上のリスク要因になる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、

当社として必ずしも事業上のリスクとは考えていない事項についても、投資判断上および当社の事業活動を理解する

上で重要と考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。当社は、これ

らのリスクの発生可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場合の対応に努める方針でありますが、本株式

に関する投資判断は、本項および本書中の本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要がありま

す。

　なお、文中における将来に係る事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

(1）当社の事業内容について

①　収益構造について

　当社のような終身利用を保証した有料老人ホーム事業では、入居契約時に入居一時金・介護等一時金を受領い

たします。この利用権方式による入居一時金および介護等一時金は、入居契約書に従い、入居時に一定割合を収益

計上し、残額を返還する期間の定めに応じて収益計上しております。当事業年度末現在、入居時償却率は15％、一

般棟の返還対象期間は７年～15年、介護専用棟の返還対象期間は３年～７年となっております。

　収益構造としては、入居一時金により営業活動によるキャッシュ・フローは増加しますが、売上は一時金収入の

全てを一括して計上するのではなく、分割して売上高に計上していく構造となっております。

　従って、入居者が退去する際には未償却金額部分に関して返還義務が発生するため、入居者の大量退去が発生し

た場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

②　有利子負債を除く負債比率が高いことについて

当社の主たる収入源である入居一時金は、入居時に一括して貸借対照表の負債に入居金預り金、介護料預り金、

　長期入居金預り金、長期介護料預り金として計上されるため、負債比率が高くなる要因となっております。入居

一時金による利用権契約形態をとっている有料老人ホームにとっては、一般的な財務構造であり、社団法人全国

有料老人ホーム協会の「有料老人ホーム会計・税務ハンドブック」による会計処理によるものであります。

　当社の当事業年度末における総資産に占める上記に示した４項目の合計比率は63.3％となっております。当社が

新規施設をオープンし、入居者数が急拡大する際は、この比率が増加する傾向にあり、相対的に自己資本比率の低

下につながっております。

　当社は、今後有料老人ホーム業界の動向を考慮しながら、新規施設に関しては入居一時金に依存しない事業展開

も検討していく方針であり、このことが当社の財政状況の向上に寄与するものと考えておりますが、当社が想定

する効果を得られない場合には、自己資本比率が低下し、当社の財政状況に影響を与える可能性があります。

③　地域特性について

　当社の現施設は全て札幌市内にあるため、札幌市において発生した地震、台風、大雨、大雪等の自然災害や火災等

により、やむなく業務を停止せざるを得なくなる場合には、当社業績に影響を与える可能性があります。

　また、原油等の燃料価格の高騰等が発生した場合は、北海道という地域の特性上、冬期間の暖房及び浴場に関す

るエネルギーコスト等を増大させ、当社の業績に影響を与える可能性があります。

④　今後の事業展開について

　当社は、光ハイツ・ヴェラス石山、月寒公園、藤野、琴似、真駒内公園と札幌市内に限定して施設展開を行ってお

りますが、今後は札幌市以外の主要都市にも新規施設を設置していく方針であります。今後の業容拡大には施設

数の増加が大きく寄与することとなるため、当社施設の立地条件に合致する不動産物件の不足や竣工時期の遅れ

等で、計画どおり新規施設開設が行えない場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

　また、当社は、今後有料老人ホーム業界の動向を考慮しながら、新規施設に関しては入居一時金に依存しない事

業展開も検討していく方針であり、このことは当社の業績および財政状態の向上に寄与するものと考えておりま

すが、当社が想定する効果を得られない場合には営業戦略の見直しが必要になる可能性があり、当社の業績およ

び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(2）法的規制その他について

①　介護保険法による規制について

　当社は施設の入居者に対して提供する介護サービスは、介護保険法上の特定施設入居者生活介護（注）に該当

するため、介護保険報酬および配置基準、ならびに人員基準等の見直しが、当社の業績に影響を及ぼすことがあり

ます。介護保険法は５年に一度全面的に見直しがされ、３年に一度介護保険報酬が改訂されることになっており

ます。当社の事業である有料老人ホーム事業は、介護保険法の提供を受けるサービスの提供を内容とし、介護サー

ビス費用の額の９割は介護保険により給付されるため、今後の見直し等により、現在実施する事業の採算性等に

影響を受ける可能性があります。（当事業年度：売上高に占める介護保険報酬売上高比率は24.7％）
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　介護保険法およびそれに基づく政省令等においては、利用者の保護という観点から、事業者の利用者に対する行

為について詳細に規定され、特定施設入居者生活介護事業者としてこれらの規定に従って事業を行うことが法令

上求められており、当社の事業活動は一般的な事業会社よりも相対的に強い制約を受けている事から、これら法

律ならびに政省令の変更如何では当社の事業の順調な発展が妨げられるおそれがあります。

　　（注）　『「特定施設入居者生活介護」とは、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設（以下この項におい

て「特定施設」という。）に入居している要介護者等について、当該特定施設が提供するサービスの内容、こ

れを担当する者、その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介

護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練および療養上の世話をいう。』

（介護保険法第８条第11項）

②　地域行政について

　北海道の高齢者人口は、2010年には北海道の総人口の24.6％、135.4万人、2015年度推計28.9％、155.2万人と増加の

一途をたどると見られています(出所：人口問題研究所「都道府県の将来推計人口」平成19年５月推計)。当社は、

北海道における有料老人ホーム事業者として北海道ならびに札幌市等の行政と良好な関係を築いてきました。

従って、北海道における高齢者の増加に対し、そのニーズに対し質・量ともに充足する優良な有料老人ホームを

提供できる事業者として、順調に拠点拡大が可能であると考えています。しかしながら、介護保険財政の逼迫等に

より行政も当面は特定施設の総量規制に動いており、その動向如何では当社の業績に影響を与える可能性があり

ます。

　このため、当社は、特定施設指定に頼らなくても採算が取れる事業モデルの展開を検討し、行政の規制強化に耐

えられる事業体質を構築していく方針でありますが、新規事業モデルの開始時期が予定よりも遅れ、計画どおり

収益をあげることができない場合には、当社の業績は影響を受ける可能性があります。

③　その他の法令等による規制等について

　当社は、施設に関して老人福祉法、消防法、地方自治体による有料老人ホーム設置運営指導指針による規制等を

受け、施設の設備基準の充足等の法令遵守を求められている他、公正取引委員会が運用する不当景品類および不

当表示防止法の遵守も求められております。このため、諸事情によりこれらの法的規制等に抵触した場合には、新

規施設建設計画の遅れや既存施設の改修費用等の発生、当社に対する信用の失墜等による入居率の低下等が想定

され、当社の業績は影響を受ける可能性があります。

　また、当社は施設内において食事サービスの提供を行っており、食品衛生法による規制を受けております。当社

では、社内に衛生管理担当者を配置し、外部衛生管理業者に定期的な衛生点検を委託する等、食中毒の発生原因を

徹底的に排除しておりますが、食中毒の発生により施設単位で営業停止等の処分を受けた場合には、当社の業績

は影響を受ける可能性があります。

　この他、金融商品取引法（いわゆる日本版SOX法）への対応のためのシステム導入等で、当社の予想している以

上の費用増加が発生した場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

(3）顧客情報管理について

　当社は、施設入居者等についての多くの個人情報を保有しております。当社では、これらの個人情報の取扱いに

際し、個人情報の管理に関する規程等を整備し、運用の徹底を図ることにより、個人情報が漏洩することのないよ

う留意しております。不測の事態により個人情報の管理に問題が発生した場合は、当社の信用が低下し、入居率の

低下を招いたり、損害賠償請求が提訴される等、当社の業績に影響を与える可能性があります。

(4）競合について

①　競合関係等によるリスク

　当社の運営する有料老人ホームは、健常時から要介護時までの安心を提供する老人ホームであり、介護専用型の

有料老人ホームとは施設コンセプトならびにターゲットとする顧客層が違っていると考えております。しかしな

がら、低価格の入居一時金の介護専用型有料老人ホーム、グループホーム、ケアハウス等の急成長や、年金制度に

対する不安によって消費者の安値志向等が顕著となった場合には、当社のように施設のグレードやサービスの高

さを売りとした、入居一時金が比較的高額な有料老人ホームは入居率の低下を招く可能性があります。

　また、当社は介護棟を併設することによって、入居者に対して要介護時の安心を提供しており、これが当社の高

入居率の理由の一つであると考えております。しかしながら、今後医療法人が運営する医療機関併設型の利便性

・安心感を訴求した有料老人ホームの出現や、異業種事業会社の有料老人ホーム事業への新規参入等によって、

当社の入居者に提供するサービスが陳腐化し、顧客からの支持を得られなくなった場合には、当社施設の入居率

が低下し、当社の業績に影響を与える可能性があります。

②　退職役職員の競業の可能性について
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　当社では、過去に役職員が退任または退職し、有料老人ホーム事業を行っているケースがありますが、介護専用

型の老人ホームでありますので、介護の必要のない入居者も顧客となる当社の老人ホーム事業とは現時点では直

接競合するものではないと考えております。しかしながら、当社の役職員が退任または退職し、独立して同業を営

んだ場合には、入居者獲得競争等が発生する可能性があり、その場合、当社の業績に影響を与える可能性がありま

す。

(5）主要株主との関係について

①　メデカジャパングループとの関係について

　株式会社メデカジャパン（以下、「メデカジャパン」という。株式会社ジャスダック証券取引所上場）は、当事

業年度末現在、当社の発行済株式総数の30.1％を保有しており、当社は同社の持分法適用関連会社に該当します。

　メデカジャパンの介護施設展開は、中規模多機能複合介護施設（デイサービス、ショートステイ、グループホー

ム）であり、一部展開する有料老人ホームも要介護認定者を対象とする介護専用型が中心であります。これに対

して、当社の有料老人ホームは、介護専用棟を併設してはおりますが、主たる顧客層は健常な高齢者であります。

　当社は、グループ内において独立した経営を行っておりますが、将来のグループの政策変更等が、当社の事業展

開に影響を及ぼす可能性があります。

②　株式会社保健科学研究所との関係について

　当社大株主の株式会社保健科学研究所は、以前、当社施設厨房職員の検体検査を当社が委託した経緯があること

から、当事業年度末現在、同社は当社の発行済株式数の12.0％を所有しております。

　なお、現在当社は同社との資本的関係以外の取引は全くなく、同社は当社の経営には関与しておりませんが、当

社経営陣とは友好的な関係にあるものと認識しております。しかしながら、同社の方針の変更等により、当社の資

本構成等に影響を及ぼす可能性があります。

③　株式会社加ト吉との関係について

　当社大株主の株式会社加ト吉は、当事業年度末現在、発行済株式総数の10.9％（共同保有者の保有株券等の数も

含む）を所有する主要株主となっております。

　現在当社は同社との資本的関係以外の直接的な取引は全くなく、同社は当社の経営には関与しておりませんが、

当社経営陣とは友好的な関係にあるものと認識しております。しかしながら、同社の方針の変更等により、当社の

資本構成等に影響を及ぼす可能性があります。

(6）減損会計について

　当社は、減損会計を適用しておりますが、今後、経営環境の変化等により減損処理が必要となった場合は、当社の経

営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(7）金利変動による影響について

　当社は、施設の建設資金等を主として金融機関からの借入により調達しており、総資産に占める有利子負債の構

成比は、平成19年３月期19.3％、平成20年３月期22.0％であります。有利子負債への依存度は高い水準ではないと

判断しておりますが、新たな用地取得等に際して、借入金利水準が上昇した場合には、支払金利が増加し、当社の

業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

　そのため、今後の用地取得ならびに建設資金に関しましては、流動化・証券化あるいはリースバック等により有利

子負債の圧縮ならびに金利変動リスクの低減化も検討する方針でありますが、今後、金利動向等の変化によっては、

当社の業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(8）入居者に対する安全管理・健康管理について

　当社の事業は、高齢者に対するサービスであることから、サービスの提供方法や施設内の安全衛生には万全を期

し、細心の注意を払っております。しかしながら、入居者の急な体調の悪化、感染症の集団発生やその他何らかの

事故等が発生した場合には、当社の信用が低下し、入居率の低下を招いたり、多額の返還金債務や和解金の支払い

等のための費用が発生することにより、当社の業績に影響を与える可能性があります。

(9）優秀な人材の確保および育成について

　当社のような老人ホーム事業は人材の流動性が高い業態であると一般的に言われております。また、介護保険法改

正の審議の中では、介護に携わる介護職員は将来的に介護福祉士の資格取得を基本とするとの方向性が示されてお

ります。

  当社では、研修制度の充実、社外研修支援体制、資格取得のサポートなどにより人材育成に積極的に取り組んで

おります。しかしながら優秀な人材の育成、採用が施設開設を中心とした事業規模の拡大に追いつかない場合は、

介護保険法の人員配置基準違反を招き、当社が提供する介護サービスの質的低下を生じさせ、当社の業績に影響を
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及ぼす可能性があります。

　また、人件費高騰に伴うコスト増加が発生した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

５【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。

６【研究開発活動】

　該当事項はありません。
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７【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 重要な会計方針および見積り　

  当社の財務諸表は、我国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この

財務諸表の作成に当たりましては、「第５　経理の状況　重要な会計方針」に記載されているとおりであります。

(2）財政状態の分析

  当事業年度末の資産につきましては、総資産が前事業年度末に比べ3,931千円減少の12,264,344千円（前年同期比

0.0％減）となりました。

　流動資産は、前事業年度末に比べ146,698千円増加の1,287,931千円（同12.9％増）となりました。その主な要因は短

期貸付金および現金・預金の増加によるものであります。また、固定資産は、前事業年度末に比べ150,630千円減少の

10,976,413千円（同1.4％減）となりました。その主な要因は有形固定資産の減価償却によるものであります。

　負債につきましては、前事業年度末に比べ109,224千円減少の11,019,892千円（同1.0％減）となりました。

　流動負債は、前事業年度末に比べ327,506千円増加の2,817,729千円（同13.2％増）となりました。その主な要因は短

期借入金の増加によるものです。また、固定負債は、前事業年度末に比べ436,731千円減少の8,202,163千円（同5.1％

減）となりました。その主な要因は長期入居金預り金および長期借入金の減少によるものであります。

　純資産につきましては、前事業年度末に比べ105,292千円増加の1,244,451千円（同9.2％増）となりました。その主

な要因は別途積立金の増加によるものであります。

(3）経営成績の分析

　当事業年度における売上高は、2,687,796千円（前年同期比1.2％増）となりました。その主な要因は、介護棟入居者

および一般棟の入居者の要介護認定者数が増加した結果、介護保険売上が665,002千円（同14.9％増）となったこ

と、また、入居件数が増加した結果、管理費売上が増加したことによるものです。

  売上原価は、2,018,683千円（同3.4％増）でした。その主な要因は、施設人件費の増加によるものです。

  販売費及び一般管理費は390,242千円（同1.0％増）でした。その主な要因は保険料の増加によるものです。

  これらの結果、当事業年度は売上高が2,687,796千円（同1.2％増）、営業利益は278,870千円（同11.8％減）、経常利

益は225,149千円（同9.8％減）、当期純利益は120,366千円(同5.6％減)となりました。

(4）資金の流動性についての分析

　当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は938,349千円（前年同期比12.7％増）とな

りました。

　各活動区分別のキャッシュ・フローの状況および要因は以下のとおりです。

　営業活動によるキャッシュ・フローは93,506千円の資金収入（同94.8％減）となりました。その主な要因は税引前

当期純利益および減価償却費の計上があった一方、入居金・介護料預り金の減少および法人税の支払いがあったこ

とによるものです。

　投資活動によるキャッシュ・フローは307,866千円の資金支出（同82.1％減）となりました。その主な要因は貸付

けおよび投資有価証券の取得による支出によるものです。

　財務活動によるキャッシュ・フローは320,121千円の資金収入（同12.3％減）となりました。その主な要因は短期

借入れによる収入があったことによるものであります。

　なお、前事業年度と当事業年度のキャッシュ・フローの概略と増減比較は、次のとおりであります。

　 　
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

増減

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 1,787,712 93,506 △1,694,206

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △1,721,149 △307,866 1,413,282

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 364,851 320,121 △44,730

現金及び現金同等物

の増減額
（千円） 431,415 105,760 △325,654

現金及び現金同等物

の期末残高
（千円） 832,589 938,349 105,760
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当事業年度において、重要な設備投資、除却、売却等はありません。

２【主要な設備の状況】

　 平成20年３月31日現在

事業所名
（所在地）

設備の内容

帳簿価額（千円） 従業員数
〔臨時従
業員数〕
（名）

建物およ
び構築物

車両運搬具
土地

（面積㎡）
その他 合計

光ハイツ・ヴェラス

石山

（札幌市南区）

有料老人ホーム運営

の建物設備その他
654,144 54

172,092

(4,411.04)
8,771 835,062 44〔12〕

光ハイツ・ヴェラス

月寒公園

（札幌市豊平区）

有料老人ホーム運営

の建物設備その他
561,067 55

486,593

 (2,241.61)
2,769 1,050,485 27〔 5〕

光ハイツ・ヴェラス

藤野

（札幌市南区）

有料老人ホーム運営

の建物設備その他
1,296,582 344

348,117

(7,100.00)
7,840 1,652,885 41〔15〕 

光ハイツ・ヴェラス

琴似

（札幌市西区）

有料老人ホーム運営

の建物設備その他
3,108,047 48

822,809

 (11,033.59)
93,120 4,024,024 89〔18〕 

光ハイツ・ヴェラス

真駒内公園

（札幌市南区）

有料老人ホーム運営

の建物設備その他
2,206,013 －

620,144

 (6,652.96)
71,116 2,897,274 51〔 7〕 

本社

（札幌市南区）
その他 21,454 507

313

 (397.00)
680 22,955 28〔 0〕 

　（注）１　帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品であります。なお、金額には消費税等は含まれておりません。

２　帳簿価額には、建設仮勘定の金額を含んでおりません。

３　現在休止中の設備はありません。

４　従業員数欄の〔臨時従業員数〕は年間平均雇用人員数（１日８時間換算）であります。

５　上記の他、主要な賃借およびリース設備として、以下のものがあります。

　 平成20年３月31日現在

設備の内容 台数 リース期間
年間リース料
（千円）

リース契約残高
（千円）

光ハイツ・ヴェラス真駒

内公園設備機器
１式 ５年および６年 20,450 81,674

厨房設備 ２式 ５年および６年 18,063 45,113

ライフラインシステム １式 ６年 7,128 30,294

車両 11台 ５年 7,874 22,546

居内ＬＡＮ ２式 ６年 6,972 18,309

電話交換機 ５台 ５年および６年 12,488 17,793
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３【設備の新設、除却等の計画】

(1）重要な設備の新設

　該当事項はありません。

(2）重要な設備の改修

　該当事項はありません。

(3）重要な設備の除却

　該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 30,960

計 30,960

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（平成20年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年６月27日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 7,740 7,740
札幌証券取引所

（アンビシャス市場）

完全議決権株

式であり、権利

内容に何ら限

定のない当社

における標準

となる株式

計 7,740 7,740 － －

　

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成18年９月１日

（注）１
2,400 4,800 － 120,000 － －

平成18年９月28日

（注）２
1,440 6,240 180,000 300,000 180,000 180,000

平成19年２月５日

（注）３
1,500 7,740 186,300 486,300 186,300 366,300

　（注）１　株式分割（１：２）によるものであります。

２　有償第三者割当　割当先　　　　㈱加ト吉、㈱保健科学研究所、㈱グンエイ、他６社

割当数　　　 　　1,440株

発行価格　　　 250,000円

資本組入額　 　125,000円

３　有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）

                発行価格　 　  270,000円

                引受価額　 　  248,400円

                資本組入額　   124,200円
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（５）【所有者別状況】

　 平成20年３月31日現在

区分

株式の状況
単元未満株式
の状況
（株）

政府および
地方公共団
体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 1 1 29 － － 423 454 －

所有株式数

（株）
－ 2 3 6,269 － － 1,466 7,740 －

所有株式数の

割合（％）
－ 0.03 0.04 80.99 － － 18.94 100.0 －

（６）【大株主の状況】

　 平成20年３月31日現在

氏名または名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社メデカジャパン 埼玉県鴻巣市天神３丁目673 2,327 30.06

株式会社保健科学研究所 横浜市保土ヶ谷区神戸町106 925 11.95

株式会社加ト吉 香川県観音寺市坂本町５丁目18-37 680 8.78

アムス・インターナショナル株式会社 東京都豊島区東池袋１丁目15-12 607 7.84

株式会社ＴＺＣＳ 東京都中央区日本橋室町３-２-15 542 7.00

安田　隆夫 東京都港区 279 3.60

株式会社グンエイ 群馬県太田市福沢町161番地７ 170 2.19

加藤義和株式会社 香川県観音寺市坂本町５丁目17-17 160 2.06

株式会社グローバルフードサービス 香川県観音寺市中田井町７番地-１ 160 2.06

栄和綜合リース株式会社 香川県観音寺市坂本町５丁目18-37 160 2.06

計 － 6,010 77.64

（注）１　株式会社加ト吉と栄和綜合リース株式会社は、共同保有者であります。

２　株式会社ＳＦＣＧ（旧株式会社ＴＺＣＳ）から、平成20年４月15日付の訂正報告書（大量保有）が提出され

ており、平成20年３月26日に542株を吸収合併により処分した旨の報告を受けておりますが、当社として期末

時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

３　株式会社ＳＦＣＧから、平成20年４月15日付の訂正報告書（大量保有）が提出されており、平成20年３月26日

に542株を吸収合併により取得した旨の報告を受けておりますが、当社として期末時点における実質所有株

式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、株式会社ＳＦＣＧの訂正報告書（大量保有）の内容は以下のとおりであります。

　　　大量保有者　　　　　株式会社ＳＦＣＧ

　　　住所　　　　　　　　東京都中央区日本橋室町三丁目２番15号

　　　保有株券等の数　　　株券（普通株式）　542株

　　　株券等保有割合　　　7.00％
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　7,740 7,740 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 7,740 － －

総株主の議決権 － 7,740 －

②【自己株式等】

　 平成20年３月31日現在

所有者の氏名または名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

－ － － － － －

計 － － － － －

（８）【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

２【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 該当事項はありません。

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　該当事項はありません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

　該当事項はありません。
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３【配当政策】

　当社は、株主に対する公正な利益還元を経営上重要な課題として位置付け、業績の向上に努めると共に、経営基盤の

強化、財務体質の強化ならびに将来の事業拡大に備えた内部留保の充実も勘案しつつ、株主の皆様への安定した配当

の継続と配当水準の向上に努めることを基本方針としております。

　当社は、剰余金の配当について期末配当と中間配当を行うことができますが、当事業年度は年１回の期末配当を行う

ことといたしました。また、これらの剰余金の配当の決定機関は取締役会であります。

　当社は継続して剰余金の配当を実施しており、当事業年度の配当につきましては普通配当１株につき1,250円を実施

することを決定いたしました。この結果、当事業年度の配当性向は8.0％になりました。なお、中間配当は実施しており

ません。

　内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備え、経営体質・財務基盤の一層の強化に役立てて行く方

針であります。

　当社は、「会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨

を定款に定めております。

　当社は、「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めて

おります。

　なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額

（千円）

１株当たり配当額

（円）

平成20年５月15日

取締役会決議
9,675 1,250

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

最高（円） － － － 285,000 240,000

最低（円） － － － 196,000 171,000

　（注）　最高・最低株価は、札幌証券取引所アンビシャス市場におけるものであります。

なお、平成19年２月６日付をもって札幌証券取引所アンビシャス市場に株式を上場いたしましたので、それ以

前の株価については該当事項はありません。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成19年10月 11月 12月 平成20年１月 ２月 ３月

最高（円） 235,000 220,000 177,000 171,000 171,000 186,000

最低（円） 229,000 173,000 171,000 171,000 171,000 186,000

　（注）　最高・最低株価は、札幌証券取引所アンビシャス市場におけるものであります。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（株）

代表取締役

社長
－ 網野　清孝 昭和23年12月12日

昭和57年６月 ㈱埼玉臨床検査研究所(現

㈱メデカジャパン)　入社

(注)３ 6

平成５年１月 社会福祉法人元気村　理事

就任

平成９年９月 同法人　入職

平成15年６月 当社　取締役就任

平成16年９月 当社　代表取締役会長就任

平成18年６月 当社　代表取締役社長就任

(現任)

常務取締役 営業本部長 鈴木　良一 昭和28年４月３日

昭和59年４月 ㈱埼玉臨床検査研究所(現

㈱メデカジャパン)　入社

(注)３ 8

平成13年８月 医療法人誠寿会　熱海ナー

シングホーム翔寿園　事務

長就任

平成15年６月 当社　取締役就任

平成15年６月 当社　常務取締役就任(現任)

平成15年６月 当社　常務執行役員運営本

部長就任

平成18年６月 当社　常務執行役員運営本

部長兼営業担当就任

平成19年６月 当社　常務執行役員営業本

部長就任(現任)

取締役 運営本部長 山本　高司 昭和32年４月２日

昭和59年５月 道東勤医協釧路協立病院　

入職

(注)３ 2

平成５年４月 当社　入社

平成14年４月 当社　光ハイツ・ヴェラス

月寒公園支配人就任

平成15年６月 当社　執行役員就任(現任)

平成15年10月 当社　光ハイツ・ヴェラス

琴似支配人就任

平成18年６月 当社　取締役運営副本部長

就任

平成19年６月 当社　取締役運営本部長就

任(現任)

平成20年４月 当社　光ハイツ・ヴェラス

総支配人就任(現任)

取締役 － 渡辺　明 昭和25年11月26日

昭和49年４月 鐘紡㈱　入社

(注)３ 2

平成14年８月　 ㈱メデカジャパン　入社

平成15年６月　　 当社　取締役就任

平成18年６月 当社　取締役副社長管理本

部担当就任

平成19年６月 当社　取締役副社長管理本

部長就任

平成20年６月　 当社　取締役就任(現任)

取締役 － 神成　裕介 昭和54年３月27日

平成17年12月 社会福祉法人元気村　理事

・評議員就任(現任)

(注)３ －

平成17年12月　 医療法人社団鴻愛会　理事

就任(現任)

平成17年12月　 社会福祉法人長寿の森　理

事・評議員就任（現任） 

平成18年５月　 ㈱メディクルード　取締役

就任

平成18年５月　 医療法人社団共生会(岩手)　

理事就任(現任)

平成18年５月 医療法人社団共生会(北海

道)　理事就任(現任)　

平成19年６月　 当社　取締役就任(現任)

平成19年７月　 ㈱メディクルード　代表取

締役社長就任(現任)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（株）

取締役 － 渡邉　広幸 昭和31年６月９日

平成10年３月 社会福祉法人元気村　評議

員就任(現任)

(注)３ 6

平成13年７月 ㈱ぶなの森玉川温泉　取締

役就任(現任)

平成15年10月 ㈱ジャパンメディカルシス

テム　代表取締役就任(現任)

平成17年６月 ㈱日本メディケアサポート

　常務取締役就任(現任)

平成18年６月

　

㈱ＳＰＣみらい　取締役就

任(現任)

平成20年６月 当社　取締役就任(現任)

常勤監査役 － 脇本　紀暁 昭和15年９月20日

昭和37年７月 ㈱秋山愛生舘　入社

(注)４ 2
平成12年９月 当社　入社　光ハイツ・ヴェ

ラス月寒公園支配人就任

平成16年６月 当社　常勤監査役就任(現任)

監査役 － 池田　孝雄 昭和５年11月３日

昭和62年７月 ㈱関東医学研究所(現㈱メ

デカジャパン)　入社

(注)４ 4平成５年６月 ㈱ジャパンメディカルシス

テム取締役就任

平成15年６月 当社　監査役就任(現任)

監査役 － 広瀬　秀男 昭和22年３月１日

昭和57年４月 ㈱埼玉臨床研究所(現㈱メ

デカジャパン)　入社

(注)４ 2

平成11年10月 学校法人恵済学園理事長就

任(現任)

平成17年９月 ㈱ケアソリューション・

ジャパン代表取締役就任

(現任)

平成18年６月 当社　監査役就任(現任)

　 　 　 　 計 　 32

　（注）１　取締役神成裕介氏および渡邉広幸氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２　監査役池田孝雄氏および広瀬秀男氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３　平成20年６月27日開催の定時株主総会終結の時から平成21年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり

ます。

４　平成18年９月12日開催の臨時株主総会の決議により、平成18年10月１日から平成22年３月期に係る定時株主

総会終結の時までであります。

５　当社では、意思決定の迅速化と責任の明確化を図るために、執行役員制度を導入しております。

執行役員は次のとおりであります。

地位 氏名 担当

※常務執行役員 鈴木　良一 営業本部長

※執行役員 山本　高司 運営本部長　兼　光ハイツ・ヴェラス総支配人

執行役員 神谷　康弘 管理本部　企画広報担当

執行役員 小関　等 光ハイツ・ヴェラス琴似支配人

執行役員 池元　昭彦 光ハイツ・ヴェラス真駒内公園支配人

執行役員 村谷　勝男 光ハイツ・ヴェラス藤野支配人

執行役員 折田　岳久 財務経理部長

執行役員 丸山　真智子 企画広報部長

　（注）　※を付した執行役員は取締役を兼務しております。
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６【コーポレート・ガバナンスの状況】

(1）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、コーポレート・ガバナンスを業績目標の達成および企業価値の極大化と健全性の確保を両立させるため

の企業活動を律する枠組みであり、経営上最も重要な課題の一つとして位置付けております。

　株主、顧客をはじめ、従業員、取引先、債権者、および地域社会すべてのステークホルダーに対して社会的責任を全

うすべく経営の意思決定と執行における透明性、公正性の確保、コンプライアンスの徹底に向けた監視・監督機能

の強化を図る為、株主重視の公正な経営システムの構築とその適切な運営に努めております。

(2）コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

　当社は、コーポレート・ガバナンスの充実のために、経営の執行と監督・監視機能が充分発揮できるガバナンスシ

ステムとして、監査役制度、執行役員制度を設け、取締役、監査役、執行役員がその機能を実効的に発揮でき、業務執

行の迅速化を図れる様、以下の施策を実施しております。また、経営の透明性を高める為、株主、投資家の皆さまに対

し、適時、適切に情報開示してまいります。これら施策を通じて、企業価値の極大化を図ると共に、健全な企業活動を

実現し、社会への貢献とステークホルダーへの責任を果たして行きたいと考えております。

１）会社の機関の内容

①　取締役会は原則として毎月１回開催しており、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しております。重要な経

営上の課題ならびに会社法で定められた事項については全て付議され、意思決定を行っております。取締役

会には、下部機関として執行役員会も併設し、執行役員から取締役会に担当部門の報告や議題上程等を行い

ます。

　また、業績の進捗状況につきましては、意思決定機関である取締役会に対して、審議および検討機関として

「業績検討会議」（注１）を位置付け、速やかに前月度実績の把握、計画差異分析と対策を検討し、取締役会

に上程しております。取締役会の意思決定に基づき、執行役員会議、サービス向上委員会等で具体的な業務運

営や課題を決定します。更に、各部門会議（注２）、各施設リーダー会議で現場レベルへの経営方針の浸透お

よび情報の共有化を図っております。

　（注１）　業績検討会議メンバー：取締役、執行役員、総務人事部・財務経理部・企画広報部・入居相談室・食事企画

　　　　　　　　　　　室の管理者　　　　　　　　　

　（注２）　各部門会議：生活サービス部門会議、生活相談員部門会議、食事企画部門会議、看護・介護部門会議

②　当社はコーポレート・ガバナンスの充実のため、以下のとおり社外取締役の招聘を行ない、取締役会の機能強

化と共に経営の透明性を図っております。

氏名 兼職

神成　裕介 株式会社メディクルード代表取締役社長

　（注）１　社外取締役神成裕介氏は、当社株式の保有はありません。

なお、当社と同氏の間には、上記以外の人的関係、資本的関係、または取引関係、その他利害関係はありませ

ん。

２　平成20年６月27日開催の定時株主総会にて、新任の社外取締役として渡邉広幸氏が就任しております。

なお、渡邉広幸氏は当社株式を６株有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係、または取引関係、そ

の他利害関係は、当社と渡邉広幸氏との間にはありません。
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２）監査体制の強化

　当社は、監査役制度を採用しております。社外監査役２名を含む３名の監査役にて構成される監査役会は原則毎

月行なわれ、また、年間の監査計画に基づき業務監査と会計監査を実施する他、監査役は取締役会に毎月出席し取

締役の業務執行監査および経営状況の適切な監視を行っております。

　２名の社外監査役の氏名ならびに兼職状況は以下のとおりであります。

氏名 兼職

池田　孝雄 －

広瀬　秀男
学校法人恵済学園理事長

株式会社ケアソリューション・ジャパン代表取締役社長

　（注）１　社外監査役池田孝雄氏は当社株式を４株有しております。

なお、当社と同氏との間には、上記以外の人的関係、資本的関係、または取引関係、その他利害関係はありませ

ん。

２　社外監査役広瀬秀男氏は当社株式を２株有しております。

なお、当社と同氏との間には、上記以外の人的関係、資本的関係、または取引関係、その他利害関係はありませ

ん。

３）内部監査体制の強化

　代表取締役社長の直属機関として内部監査室（１名）を設置し、他のライン・スタッフ部門から独立した部門

として、全部門を対象に業務監査を計画的に行ない、諸法令・定款および社内規程へのコンプライアンスを確認

し、誤謬、不徹底、不正等の防止に役立て、経営の合理化および効率の促進に寄与しております。

４）内部統制の体制

　当社は、業務の執行におきましては各部門の役割分担を明確にし、指揮命令系統を統一することで事業環境の変

化に対して迅速に対応を行える体制を確立しております。また、社外取締役を２名、社外監査役を２名選任するこ

とで経営に対する公平性、透明性の確保を図っております。

　監査役は取締役会に出席し、意見を述べるとともに、定期的に代表取締役との意見交換の場を設けております。

また、関係資料の閲覧および施設支配人、部門長への質問等を通じて取締役の業務執行の監視強化を図っており

ます。

　内部監査室は、内部監査計画に基づき、各施設、部署に対して業務監査等を実施し、監査終了後に内部監査報告書

を代表取締役社長に提出して、適宜業務の改善を図っております。更に、内部監査室は監査役と連携を密にするこ

とで、内部牽制機能の向上を図っております。

　リスク管理については、当社の管理本部総務人事部が窓口となって各部門から適宜報告を受けると共に、コンプ

ライアンスの監視、リスクチェックの強化に取り組んでおります。

　顧問弁護士、顧問税理士、監査法人からはコーポレート・ガバナンス体制、法律・会計・税務面夫々について適

切な助言・指導を受けております。

５）個人情報保護に関する管理体制の強化

　当社は、多数のご入居者（身元引受人やご家族を含む）や、ご入居を検討されている、または当社に関心をお持

ちの多数の方々の個人情報を顧客データベースに登録し有しております。また、役職員の個人記録もデータベー

ス登録の他、ペーパーによるファイルとして管理保管しております。そのため、当社では有料老人ホーム事業に携

わる企業の果たすべき責任として、個人情報保護法令、介護保険法令、有料老人ホーム協会ガイドライン等に基づ

き、規程を整備し個人情報保護管理者による個人情報保護計画の策定と監査を実施し、役員および社員全員への

研修実施による徹底、業務推進上・組織面における予防、是正対策を順次講じ個人情報保護に関する管理体制を

強化いたしております。

　また、ご入居者には当社の取り扱い方針を説明し、方針は常にご覧頂けるように施設内に掲示し、当社のプライ

バシーポリシーをインターネットホームページで公表いたしております。
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６）内部監査、監査役監査、および会計監査の相互連携状況

　監査役（常勤）は監査役監査の他に、内部監査室長と同行して内部監査業務に立ち会ったり、監査法人の監査報

告会および内部監査室長の社長報告にも常時同席し、適宜意見を述べ、三者ならびに非常勤監査役が相互に緊密

な連携がとれる様、効果的な監査活動を実施しております。

　また、監査役、内部監査室および監査法人は、監査スケジュールや監査状況、内部統制の状況についての報告、情

報交換を行うなど相互の連携を図っております。

７）会計監査の状況

　当社はあずさ監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。当事業年度において当社の会計監査業

務を執行した公認会計士は山田高規氏、寺嶋典裕氏であり、監査補助者は公認会計士３名、会計士補等７名、であ

ります。

  なお、平成19年６月27日開催の第21回定時株主総会において、同監査法人は当社の会社法に基づく会計監査人

に選任されております。

８）役員報酬と監査報酬の内容（平成20年３月期）

①　役員報酬の内容

取締役の年間報酬総額 43,227千円（うち社外取締役　  495千円）

監査役の年間報酬総額 6,404千円（うち社外監査役  1,300千円）

　なお、平成19年６月より社外取締役および社外監査役の年間報酬を660千円／人とし、月割りで支払っておりま

す。

②　監査報酬の内容

　 監査報酬（公認会計士法第二条第一項に

規定する業務に基づく報酬） 13,000千円

 

　上記以外の業務に基づく報酬はありません。

９）最近１年間の取り組み状況

　当社は、取締役会を毎月定期的に開催し、効果的に重要な業務の執行ならびに意思決定を行いました。また、審議

および検討機関である「業績検討会議」を毎月開催し、業績のスピーディーな把握と差異分析により効果的な対

策施策を検討し、取締役会に上程し、適時・適切な意思決定を行って参りました。それに基づき執行役員会、支配

人会議、サービス向上委員会、業績検討会議および各部門会議において情報を共有化し、適正な事業運営に大きく

寄与してまいりました。

　内部監査室は全部門を対象に四半期毎に年４回の業務監査を致しました。監査結果は代表取締役会長兼社長に

報告され、被監査部門に対して具体的な助言・指導を行い、その後の改善状況を確認（フォローアップ監査）す

ることにより、実効性の高い監査を実施しております。内部監査室は監査役と毎月定期的に情報交換を実施し、監

査役から問題提起されたこと、実地たな卸しの立会い、半期ごとの会計監査の立会いを通じて提起された監査法

人の指導内容を、内部監査側の立場にて分析・検討して内部監査計画に取り入れるよう監査機能を強化しており

ます。また、監査役は会計監査人の監査実施時あるいは監査報告会にも立会い、適時意見を述べております。

　当社は、コンプライアンスを経営方針の一つとして位置づけ、全職員の行動規範を制定し、コンプライアンス関

連諸規定を整える中、法令順守体制の強化を進めてまいりました。また、日本版ＳＯＸ法（金融商品取引法）への

対応として、内部統制とＩＴ統制整備計画を策定し、具体的に推進しました。

　更に、個人情報保護法に基づき、情報保護管理者が主体となり、顧客等（入居相談室でデータ登録される顧客、な

らびにご入居者および身元引受人等）および従業者の個人情報の保護・管理の徹底に努めてまいりました。

　ご入居者への情報開示につきましては、年複数回開催される全体運営懇談会の席上、施設の四半期、および半期

の運営報告を行いました。また、年１回、前年度の事業報告ならびに業績報告を行う運営報告会を開催してまいり

ました。株主への情報開示につきましては、事業報告書の送付ならびに年１回の定時株主総会にて提示する他、定

期的に発行する季刊誌「こんにちはVARUS」やパンフレット等の記載事項の改訂版等をお届けしてまいりまし

た。また、ホームページ上に施設の運営状況等を開示してまいりました。
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10）責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責

任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める限度額として

おります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の

遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

11）剰余金の配当等の決定機関

　当社は、機能的な資本政策および配当政策を図るため、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項

については、取締役会決議によって定めることができるとする旨を定款で定めております。

12）取締役の定数

　当社は、取締役を９名以内とする旨を定款で定めております。

13）取締役の選任の決議要件

　当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席

し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。

14）自己株式取得の決定機関

　当社は、資本効率の向上および経営環境の変化に対応した機能的な資本政策の実行を可能とするため、市場取引

等により自己株式を取得することを取締役会の決議により行える旨を定款で定めております。

15）取締役及び監査役の責任免除

　当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項の行為に関する取締役

（取締役であった者を含む。）の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款で定めております。

これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備

することを目的とするものであります。

16）株主総会の特別決議要件

　当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議

決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上を

もって決議を行う旨を定款で定めております。

(3）経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の概要（平成20年３月31日現在）
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第５【経理の状況】

１　財務諸表の作成方法について

　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務

諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年

度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

２　監査証明について

　当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）の財

務諸表について、ならびに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（平成19年４月１日から

平成20年３月31日まで）の財務諸表について、あずさ監査法人により監査を受けております。

３　連結財務諸表について

　当社は、子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
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１【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

　 　
前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部） 　       

Ⅰ　流動資産 　       

１　現金及び預金 　  888,998   938,349  

２　営業未収入金 　  174,585   209,343  

３　商品 　  384   448  

４　貯蔵品 　  1,070   1,326  

５　前払費用 　  21,568   5,094  

６　繰延税金資産 　  22,403   20,692  

８　短期貸付金 　  －   106,000  

９　その他 　  32,220   6,676  

流動資産合計 　  1,141,232 9.3  1,287,931 10.5

Ⅱ　固定資産 　       

１　有形固定資産 　       

(1）建物 ※１ 10,166,445   10,154,598   

減価償却累計額 　 2,236,610 7,929,834  2,510,327 7,644,270  

(2）構築物 　 260,197   276,869   

減価償却累計額 　 59,264 200,932  73,831 203,038  

(3）車両運搬具 　 10,097   10,097   

減価償却累計額 　 8,711 1,385  9,087 1,009  

(4）工具器具及び備品 　 471,456   461,705   

減価償却累計額 　 253,230 218,226  277,406 184,299  

(5）土地 ※１  2,450,070   2,450,070  

(6）建設仮勘定 　  2,810   2,782  

有形固定資産合計 　  10,803,259 88.1  10,485,471 85.5

２　無形固定資産 　       

(1）ソフトウェア 　  46,803   31,599  

(2）電話加入権 　  3,525   3,525  

(3）施設利用権 　  3,600   3,200  

無形固定資産合計 　  53,929 0.4  38,325 0.3
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

３　投資その他の資産 　       

(1）投資有価証券 　  45,900   127,100  

(2）関係会社株式 　  3,817   2,090  

(3) 出資金 　  30,304   30,304  

(4) 長期貸付金 　  －   70,000  

(5）長期前払費用 　  119,133   79,880  

(6）繰延税金資産 　  69,738   98,833  

(7) 長期性預金 　  －   43,300  

(8）その他 　  961   1,108  

投資その他の資産合計 　  269,854 2.2  452,615 3.7

固定資産合計 　  11,127,043 90.7  10,976,413 89.5

資産合計 　  12,268,275 100.0  12,264,344 100.0
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部） 　       

Ⅰ　流動負債 　       

１　買掛金 　  12,343   5,797  

２　短期借入金 ※１  292,000   1,075,670  

３　一年以内返済予定の長期
借入金

※１  719,314   373,728  

４　一年以内償還予定の社債 　  －   51,000  

５　未払金 　  241,348   153,010  

６　未払費用 　  35,641   22,124  

７　未払法人税等 　  107,973   52,453  

８　未払消費税等 　  －   33,663  

９　前受金 　  98,881   30,200  

10　預り金 　  16,242   6,245  

11　入居金預り金 　  857,769   894,073  

12　介護料預り金 　  72,818   78,457  

13　前受収益 　  1,369   4,780  

14　賞与引当金 　  30,247   32,582  

15　設備未払金 　  4,271   3,943  

流動負債合計 　  2,490,222 20.3  2,817,729 23.0

Ⅱ　固定負債 　       

１　社債 　  －   99,000  

２　長期借入金 ※１  1,334,342   1,080,218  

３　長期入居金預り金 　  6,469,138   6,152,130  

４　長期介護料預り金 　  650,073   640,404  

５　退職給付引当金 　  29,232   36,674  

６　修繕引当金 　  123,631   154,379  

７　役員退職慰労引当金 　  15,468   26,293  

８　長期設備未払金 　  13,144   9,201  

９　その他 　  3,862   3,862  

固定負債合計 　  8,638,894 70.4  8,202,163 66.9

負債合計 　  11,129,116 90.7  11,019,892 89.9
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部） 　       

Ⅰ　株主資本 　       

１　資本金 　  486,300 4.0  486,300 4.0

２　資本剰余金 　       

　  資本準備金 　 366,300   366,300   

資本剰余金合計 　  366,300 3.0  366,300 3.0

３　利益剰余金 　       

(1）利益準備金 　 1,920   2,887   

(2）その他利益剰余金 　       

別途積立金 　 154,000   274,000   

繰越利益剰余金 　 133,742   123,467   

利益剰余金合計 　  289,662 2.3  400,354 3.2

株主資本合計 　  1,142,262 9.3  1,252,954 10.2

Ⅱ　評価・換算差額等 　       

その他有価証券評価差
額金 

　  △3,104 △0.0  △8,503 △0.1

評価・換算差額等合計 　  △3,104 △0.0  △8,503 △0.1

純資産合計 　  1,139,158 9.3  1,244,451 10.1

負債純資産合計 　  12,268,275 100.0  12,264,344 100.0
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②【損益計算書】

　 　
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 　  2,655,470 100.0  2,687,796 100.0

Ⅱ　売上原価 　  1,953,082 73.5  2,018,683 75.1

売上総利益 　  702,388 26.5  669,113 24.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 　       

１　役員報酬 　 36,056   41,911   

２　給料手当 　 87,427   96,248   

３　賞与手当 　 8,709   8,617   

４　賞与引当金繰入額 　 3,254   3,211   

５　退職給付費用 　 3,277   4,275   

６　役員退職慰労引当金繰入
額

　 8,048   10,824   

７　法定福利費 　 17,499   19,464   

８　広告宣伝費 　 49,974   23,915   

９　租税公課 　 52,115   51,559   

10　保険料 　 1,923   19,510   

11　業務委託費 　 49,432   42,384   

12　減価償却費 　 1,876   1,119   

13　その他 　 66,606 386,201 14.6 67,200 390,242 14.5

営業利益 　  316,187 11.9  278,870 10.4
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前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅳ　営業外収益 　       

１　受取利息 　 560   2,732   

２　受取配当金 　 12   372   

３　受取手数料 　 4,169   13,311   

４　賃貸収入 　 13,901   16,505   

５　コンサルティング収入 　 －   18,000   

６　その他 　 21,657 40,300 1.5 20,511 71,432 2.7

Ⅴ　営業外費用 　       

１　支払利息 　 73,512   63,954   

２　支払手数料 　 9,064   16,816   

３　長期前払費用償却等 　 23,035   39,605   

４　その他 　 1,340 106,952 4.0 4,777 125,154 4.7

経常利益 　  249,534 9.4  225,149 8.4

Ⅵ　特別利益 　       

  １  過年度損益修正益 ※１ 8,251   2,000   

２　固定資産売却益 ※２ 17   －   

３　役員退職慰労引当金戻入
益

　 1,895 10,165 0.4 － 2,000 0.1

Ⅶ　特別損失 　       

  １　過年度損益修正損 ※３ 14,860   16,082   

２　固定資産除却損 ※４ 17,272 32,132 1.2 4,544 20,626 0.8

税引前当期純利益 　  227,567 8.6  206,522 7.7

法人税、住民税及び事業
税

　 128,717   113,538   

法人税等調整額 　 △28,602 100,114 3.8 △27,383 86,155 3.2

当期純利益 　  127,452 4.8  120,366 4.5
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売上原価明細書

　 　
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　商品 　 13,891 0.7 10,027 0.5

Ⅱ　材料費 　 105,313 5.4 92,277 4.6

Ⅲ　人件費 ※１ 890,684 45.6 973,399 48.2

Ⅳ　経費 ※２ 943,192 48.3 942,978 46.7

合計 　 1,953,082 100.0 2,018,683 100.0

（脚注）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１　人件費には、賞与引当金繰入額26,992千円、退職給付

費用10,149千円が含まれております。

※１　人件費には、賞与引当金繰入額29,371千円、退職給付

費用10,208千円が含まれております。

※２　経費のうち、主なものは次のとおりであります。 ※２　経費のうち、主なものは次のとおりであります。

水道光熱費 84,259千円

固定資産税 59,356千円

減価償却費 322,533千円

営繕費 134,277千円

修繕引当金繰入額 40,753千円

水道光熱費       100,577千円

固定資産税       71,474千円

減価償却費        346,551千円

営繕費        60,027千円

修繕引当金繰入額       30,748千円
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合
計

別途積立金
繰越利益剰余
金

平成18年３月31日　残高
（千円）

120,000 － 1,680 44,000 118,930 164,610 284,610

事業年度中の変動額        

新株の発行 366,300 366,300     732,600

別途積立金の積立（注）    110,000 △110,000 － －

剰余金の配当（注）   240  △2,640 △2,400 △2,400

当期純利益     127,452 127,452 127,452

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

       

事業年度中の変動額合計
（千円）

366,300 366,300 240 110,000 14,812 125,052 857,652

平成19年３月31日　残高
（千円）

486,300 366,300 1,920 154,000 133,742 289,662 1,142,262

　

 評価・換算差
 額等 

　

その他有価証
券評価差額金

 純資産合計

 
 

平成18年３月31日　残高
（千円）

 284,610

事業年度中の変動額   

新株の発行  732,600

別途積立金の積立（注）  －

剰余金の配当（注）  △2,400

当期純利益  127,452

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

△3,104 △3,104

事業年度中の変動額合計
（千円）

△3,104 854,548

平成19年３月31日　残高
（千円）

△3,104 1,139,158

 （注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

　

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合
計

別途積立金
繰越利益剰余
金

平成19年３月31日　残高
（千円）

486,300 366,300 1,920 154,000 133,742 289,662 1,142,262

事業年度中の変動額        

別途積立金の積立    120,000 △120,000 － －

剰余金の配当   967  △10,642 △9,675 △9,675

当期純利益     120,366 120,366 120,366

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

       

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － 967 120,000 △10,275 110,691 110,691
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株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合
計

別途積立金
繰越利益剰余
金

平成20年３月31日　残高
（千円）

486,300 366,300 2,887 274,000 123,467 400,354 1,252,954

　

 評価・換算差
 額等 

　

その他有価証
券評価差額金

 純資産合計

 
 

平成19年３月31日　残高
（千円）

△3,104 1,139,158

事業年度中の変動額   

別途積立金の積立  －

剰余金の配当  △9,675

当期純利益  120,366

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

△5,399 △5,399

事業年度中の変動額合計
（千円）

△5,399 105,292

平成20年３月31日　残高
（千円）

△8,503 1,244,451
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④【キャッシュ・フロー計算書】

　 　
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ
・フロー

　   

１　税引前当期純利益 　 227,567 206,522

２　減価償却費 　 324,409 347,670

３　長期前払費用償却等 　 23,035 39,605

４　賞与引当金の増加額 　 5,139 2,335

５　修繕引当金の増加額 　 40,753 30,748

６　役員退職慰労引当金の増
加額

　 757 10,824

７　退職給付引当金の増加額 　 4,527 7,441

８　受取利息及び配当金 　 △572 △3,104

９　支払利息 　 73,512 63,954

10　固定資産売却益 　 △17 －

11　固定資産除却損 　 17,272 4,544

12　過年度損益修正益 　 △8,251 －

13　過年度損益修正損 　 － 16,082

14　売上債権の増減額（△は
増加）

　 6,266 △34,757

15　たな卸資産の増減額（△
は増加）

　 101 △320

16　仕入債務の増減額（△は
減少）

　 465 △6,546

17　入居金・介護料預り金の
増減額（△は減少）

　 1,310,030 △284,735

18　未払金の増減額（△は減
少）

　 120,052 △64,950

19　未払消費税の増減額（△
は減少）

　 △22,107 31,843

20　前受金の増減額（△は減
少）

　 △186,794 △68,681

21　その他 　 △20,913 30,482

小計 　 1,915,232 328,986

22　利息及び配当金の受取額 　 572 3,104

23　利息の支払額 　 △71,328 △71,114

24　法人税等の支払額 　 △56,764 △167,469

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

　 1,787,712 93,506
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前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ
・フロー

　   

１　定期預金の預入による支
出

　 △14,409 △43,300

２　定期預金の払戻しによる
収入

　 － 56,409

３　有形固定資産の取得によ
る支出

　 △1,709,688 △57,398

４　有形固定資産の売却によ
る収入

　 86,750 －

５　無形固定資産の取得によ
る支出

　 △980 △2,705

６　貸付けによる支出 　 － △188,000

７　貸付金の回収による収入 　 － 12,000

８　出資金の払込による支出
 

　 △200,000 －

９　出資金の譲渡による収入
 

　 170,000 －

10　投資有価証券の取得にる
支出

　 △52,821 △84,872

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

　 △1,721,149 △307,866

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ
・フロー

　   

１　短期借入れによる収入 　 108,000 1,320,000

２　短期借入金の返済による
支出

　 △165,000 △536,330

３　長期借入れによる収入 　 869,000 1,150,000

４　長期借入金の返済による
支出

　 △1,175,048 △1,749,710

５　社債の発行による収入 　 － 150,000

６　株式の発行による収入 　 732,600 －

７　配当金の支払額 　 △2,400 △9,566

８　割賦債務の支払による支
出

　 △2,300 △4,271

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

　 364,851 320,121

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加
額

　 431,415 105,760

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

　 401,173 832,589

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末
残高

※ 832,589 938,349
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

　事業年度末日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は、全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの

　事業年度末日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は、全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用しており

ます。

２　デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

デリバティブ 

時価法 

デリバティブ 

同左 

３　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）商品

　移動平均法による原価法であります。

(1）商品

同左

　 (2）貯蔵品

　最終仕入原価法であります。

(2）貯蔵品

同左

４　固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定額法を採用しております。なお、主な

耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　２年～50年

構築物　　　２年～50年

車両運搬具　２年～10年

器具・備品　２年～15年

(1）有形固定資産

同左

　 (2）無形固定資産

　定額法を採用しております。ただし、自

社利用のソフトウェアについては、社内

における利用可能期間（５年）に基づ

く定額法を採用しております。

(2）無形固定資産

同左

５　繰延資産の処理方法  －

　

社債発行費

 　支出時に全額費用処理しております。

６　引当金の計上基準 (1）賞与引当金

　従業員の賞与支給に充てるため、当期

末に在籍している従業員に対する支給

見込額のうち当期に属する金額を計上

しております。

(1）賞与引当金

同左

　 (2）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務の見込みに基

づき、当期末において発生していると認

められる額を計上しております。

(2）退職給付引当金

同左

　 (3）修繕引当金

　将来の大型修繕に備えるため、修繕費

用の見積額に基づき、当期に負担すべき

金額を費用計上しております。

(3）修繕引当金

同左
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　 (4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金に備えるため、役員

退職慰労金内規に基づく期末要支給額

を計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

同左

７　収益及び費用の計上基準 　利用権方式による入居一時金及び介護等

一時金の収益計上基準は、入居契約書に従

い、入居時に一定割合を収益計上し、残額

を返還する期間の定めに応じて収益計上

しております。

　入居契約における入居時償却率及び返還

対象期間は、以下のとおりであります。

　利用権方式による入居一時金及び介護等

一時金の収益計上基準は、入居契約書に従

い、入居時に一定割合を収益計上し、残額

を返還する期間の定めに応じて収益計上

しております。

　入居契約における入居時償却率及び返還

対象期間は、以下のとおりであります。

　 入居時償却率　５％～15％

一般棟（※１）

　返還対象期間　７年～15年

介護専用棟（※２）

　返還対象期間　３年～５年

※１　一般棟とは、入居時に介護を必要

としない入居者の居住棟

※２　介護専用棟とは、日常的に介護を

必要とする入居者の居住棟

入居時償却率　５％～15％

一般棟（※１）

　返還対象期間　７年～15年

介護専用棟（※２）

　返還対象期間　３年～７年

※１　一般棟とは、入居時に介護を必要

としない入居者の居住棟

※２　介護専用棟とは、日常的に介護を

必要とする入居者の居住棟

８　リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理を行ってお

ります。

同左

９　ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジによっております。 

同左

　 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）　（ヘッジ対象）

金利スワップ　　借入金の利息

同左

　 (3）ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避する目

的で金利スワップ取引を行っておりま

す。

同左

　 (4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フローの変

動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・

フローの変動の累計とを比率分析する

方法により行っております。

同左

10　キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金・要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の

高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

短期的な投資からなっております。

同左
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

11　その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1）老人ホーム施設開発に係わる金利の

会計処理

　大型老人ホーム施設開発については、

正常な開発期間中の支払利息を取得原

価に算入しております。なお、当事業年

度において取得原価に算入した支払利

息は14,076千円であります。

(1）老人ホーム施設開発に係わる金利の

会計処理

　大型老人ホーム施設開発については、

正常な開発期間中の支払利息を取得原

価に算入しております。なお、当事業年

度において取得原価に算入した支払利

息はありません。

　 (2）消費税等の会計処理方法

　消費税等の会計処理方法は、税抜方式

を採用しております。なお、控除対象外

消費税等については、発生事業年度の期

間費用として処理しております。ただ

し、固定資産に係る控除対象外消費税等

は長期前払費用に計上し、法人税法の規

定により償却をおこなっております。

(2）消費税等の会計処理方法

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９日）

及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17年

12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額1,139,158千円

は純資産の部の合計金額と同額であります。 

－

－ 　（減価償却の方法）

  法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律　

平成19年３月30日　法律第６号）及び（法人税法施行令の

一部を改正する法令　平成19年３月30日　政令第83号））に

伴い、平成19年４月１日以降に取得したものについては、改

正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。これに伴う営業利益、経常利益、税引前当期純利益への

影響は軽微であります。

　表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

－ 　（損益計算書）

  前期まで営業外収益の「雑収入」に含めて表示しており

ました「コンサルティング収入」は、営業外収益の総額の

100分10を超えたため区分表記しました。

　なお、前期における「コンサルティング収入」の金額は

2,000千円であります。

　追加情報

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

－ 　当事業年度より、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した有形固定資産で改正前の法人税法に基づ

き償却可能限度額まで償却した資産について、その残存簿

価を償却可能限度額に達した事業年度の翌事業年度以後５

年間で備忘価格まで均等償却を行う方法によっておりま

す。これに伴う影響は軽微であります。

EDINET提出書類

株式会社光ハイツ・ヴェラス(E05670)

有価証券報告書

57/76



注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

※１　担保資産

　このうち施設開発資金借入金（長期借入金1,334,342

千円、一年以内返済予定の長期借入金719,314千円、短

期借入金292,000千円）の担保として供しているもの

は、次のとおりであります。

建物 6,450,026千円

土地 2,449,757千円

計 8,899,783千円

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 4,307,531千円

土地 1,170,926千円

計 5,478,457千円

担保付債務は次のとおりであります。

長期借入金 1,080,218千円

１年以内返済予定の長期借入金  373,728千円

短期借入金  665,670千円

２　運転資金の効率的な調達を行うため、あおぞら銀行

等と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約をし

ております。

　当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミッ

トメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりで

あります。

２　　　　　　　　　　　－

当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額  

　 1,700,000千円

貸出実行残高 1,700,000千円

差引額 －千円

 

　

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 ※１　過年度損益修正益の内容  ※１　過年度損益修正益の内容

過年度減価償却費 8,251千円 過年度売上高 2,000千円

※２　固定資産売却益の内容 ※２　　　　　　　　　　　－

車両運搬具 17千円  

 ※３　過年度損益修正損の内容  ※３　過年度損益修正損の内容

過年度売上高 6,050千円

過年度長期前払費用償却等 8,809千円

過年度固定資産除却（建物）      16,082千円

※４　固定資産除却損の内容 ※４　固定資産除却損の内容

建物 16,637千円

車両運搬具 31千円

器具及び備品 603千円

建物       3,451千円

器具及び備品   1,092千円
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式     

普通株式 2,400 5,340 － 7,740

合計 2,400 5,340 － 7,740

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

 　　　　　 （変動事由の概要）

　　　　　　  株式分割（１：２）による増加　2,400株

　　　　　　　有償第三者割当による増加　　　1,440株

　　　　　　　新株式の発行による増加　　　　1,500株 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　　該当事項はありません。 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月23日

定時株主総会
普通株式 2,400 1,000 平成18年３月31日 平成18年６月23日

 （注）平成18年９月１日付で株式１株を２株に分割しております。この株式分割が前期首に行われたものとして算出し

　　　 た場合の１株当たり配当金は500円であります。 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資 
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年6月27日

定時株主総会
普通株式 9,675  利益剰余金 1,250 平成19年３月31日 平成19年６月28日

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式     

普通株式 7,740 － － 7,740

合計 7,740 － － 7,740

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　　該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項
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(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月27日

定時株主総会
普通株式 9,675 1,250 平成19年３月31日 平成19年６月28日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資 
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年５月15日

取締役会
普通株式 9,675  利益剰余金 1,250 平成20年３月31日 平成20年６月30日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

現金及び預金 888,998千円

預入期間３ヶ月超の定期預金 △56,409千円

現金及び現金同等物 832,589千円

現金及び預金  938,349千円

預入期間３ヶ月超の定期預金 　    －

現金及び現金同等物  938,349千円
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

　

取得価額相

当額

（千円）

減価償却累

計額相当額

（千円）

期末残高相

当額

（千円）

機械及び装置 79,372 33,889 45,483

工具器具及び

備品
309,187 94,106 215,081

合計 388,560 127,995 260,564

　

取得価額相

当額

（千円）

減価償却累

計額相当額

（千円）

期末残高相

当額

（千円）

機械及び装置 79,372 47,955 31,417

工具器具及び

備品
325,564 156,858 168,705

合計 404,936 204,813 200,122

②　未経過リース料期末残高相当額 ②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 68,942千円

１年超 197,501 〃

合計 266,443千円

１年以内       65,097千円

１年超     146,857 〃

合計      211,955千円

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 64,472千円

減価償却費相当額 57,915 〃

支払利息相当額 9,325 〃

支払リース料       83,345千円

減価償却費相当額       73,814 〃

支払利息相当額      11,318 〃

④　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤　利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は利息法によっております。

⑤　利息相当額の算定方法

同左

２　オペレーティング・リース取引 ２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料

１年以内 10,117千円

１年超 24,773 〃

合計 34,890 〃

１年以内       9,559千円

１年超       17,862 〃

合計       27,422 〃
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（有価証券関係）

前事業年度（平成19年３月31日）

その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額
（千円）

差額（千円）

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの

(1）株式 52,821 49,717 △3,104
(2）債券    

①　国債・地方債

等
－ － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 52,821 49,717 △3,104
合計 52,821 49,717 △3,104

当事業年度（平成20年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額
（千円）

差額（千円）

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの

(1）株式 57,693 49,190 △8,503
(2）債券    

①　国債・地方債

等
－ － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 57,693 49,190 △8,503
合計 57,693 49,190 △8,503

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 貸借対照表計上額（千円）

　　その他有価証券  

非上場株式 80,000
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

①　取引の内容

　当社の利用しておりますデリバティブ取引は金利ス

ワップ取引であります。 

　

①　取引の内容

同左

　

②　取引に対する取組方針

　将来の金利変動に伴うリスクを回避するためのもの

であり、借入金の残高の範囲において取り組む事と

し、投資目的のものはありません。

②　取引に対する取組方針

同左

 ③　取引の利用目的

　当社のデリバティブ取引は、変動金利支払いの借入

金について、将来の金利市場における利率上昇による

変動リスクを回避する目的で利用しております。

 ③　取引の利用目的

同左

ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジによっております。

ヘッジ会計の方法

同左

ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）

金利スワップ

ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）

同左

（ヘッジ対象）

借入金の利息

（ヘッジ対象）

同左

ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利ス

ワップ取引を行っており、ヘッジ対象の認識は個別契

約毎に行っております。

ヘッジ方針

同左

ヘッジ有効性の評価

　ヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動の累計と

ヘッジ手段のキャッシュ・フローの変動の累計とを

比率分析する方法により行っております。 

ヘッジ有効性の評価

同左

④　取引に係るリスクの内容

　金利スワップ取引においては、将来の市場金利の変

動によるリスクを有しております。

　当社のデリバティブ取引の契約先は、いずれも信用

度の高い国内の銀行であり、相手先の契約不履行によ

るリスクは極めて少ないと認識しております。

④　取引に係るリスクの内容

同左

　

⑤　取引に係わるリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、会社規

程に基づき財務担当者が決裁担当者の承認を得て

行っております。

⑤　取引に係わるリスク管理体制

同左

２．取引の時価等に関する事項

　金利関連

区分 種類

前事業年度（平成19年３月31日現在） 当事業年度（平成20年３月31日現在）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取引以外

の取引

金利スワップ取引         

変動受取・固定支

払
500,000 500,000 582 582 － － － －

合計 500,000 500,000 582 582 － － － －

　（注）１　時価の算定方法

 　　　 　　取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。　　　

　　　　２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
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（退職給付関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１　採用している退職給付制度の概要

　当社は退職一時金制度を採用し、特定退職金共済制

度に加入しております。

１　採用している退職給付制度の概要

同左

２　退職給付債務に関する事項 ２　退職給付債務に関する事項

退職給付債務 29,232千円

退職給付引当金 29,232千円

退職給付債務       36,674千円

退職給付引当金       36,674千円

３　退職給付費用に関する事項 ３　退職給付費用に関する事項

勤務費用 12,333千円

特定退職金共済掛金 1,093千円

退職給付費用 13,426千円

勤務費用       13,274千円

特定退職金共済掛金      1,210千円

退職給付費用       14,484千円

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　退職給付債務の算定方法として、簡便法を採用して

おりますので、割引率等については該当ありません。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

同左

（ストック・オプション等関係）

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 　　　　 前事業年度において付与しておりませんので、該当事項はありません。　

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 　　　　 当事業年度において付与しておりませんので、該当事項はありません。　

EDINET提出書類

株式会社光ハイツ・ヴェラス(E05670)

有価証券報告書

64/76



（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

未払事業税 8,838千円

未払事業所税 1,352千円

賞与引当金超過額 12,213千円

繰延税金資産（流動）合計 22,403千円
 　 　

役員退職慰労引当金 6,246千円

減価償却費超過額 1,734千円

長期前払費用 20千円

ソフトウェア償却超過額 10千円

退職給付引当金 11,804千円

修繕引当金 49,922千円

その他有価証券評価差額金   1,253千円

繰延税金資産（固定）小計 70,991千円

評価性引当額 　 △1,253千円

繰延税金資産（固定）合計 69,738千円

　 　 　

繰延税金資産合計 92,142千円

未払事業税      4,464千円

未払事業所税      1,492千円

賞与引当金超過額       13,156千円

社会保険料 1,578千円

繰延税金資産（流動）合計       20,692千円
 　 　

役員退職慰労引当金      10,617千円

減価償却費超過額      1,924千円

長期前払費用   711千円

退職給付引当金       14,809千円

修繕引当金       62,338千円

固定資産除却  8,432千円

その他有価証券評価差額金        3,433千円

繰延税金資産（固定）小計       102,266千円

評価性引当額 　 　    △3,433千円

繰延税金資産（固定）合計       98,833千円

　 　 　

繰延税金資産合計       119,525千円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.38％

（調整） 　

交際費等永久損金不算入項目 2.22％

住民税均等割等 0.19％

その他 1.20％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.99％

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるた

め注記を省略しております。

（持分法損益等）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当社は関連会社を有していないため、該当事項はありませ

ん。

当社は関連会社を有していないため、該当事項はありませ

ん。
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【関連当事者との取引】

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　　該当事項はありません。

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 　　　　 役員および個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金
または
出資金

事業の内
容または
職業

議決権等
の所有(被
所有)割合

関係内容

取引の内容

取引
金額

(千円)
科目

期末
残高

(千円)役員の
兼任等

事業上
の関係

役員 網野清孝 － －

当社代表

取締役会

長兼社長

（被所有）

直接

0.08

－ －

当社の銀行借

入対する債務

被保証

（注）２

170,000 － －

資金の貸付

（注）３
6,000 短期貸付金  6,000

（注）１　上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

２　取引条件および取引条件の決定方針等

当社は、銀行借入に対して代表取締役会長兼社長網野清孝より債務保証を受けておりますが、保証料の支払

いは行っていません。

３　資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
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（１株当たり情報）

項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 147,178円14銭       160,781円85銭

１株当たり当期純利益金額 22,142円61銭       15,551円29銭

　 　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存在

しないため、記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存在

しないため、記載しておりません。

　 　当社は、平成18年９月１日付で株式

１株につき２株の株式分割を行って

おります。

　なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前事業年度に

おける１株当たり情報については、以

下のとおりとなります。

 

　 １株当たり純資産額 59,293円75銭

１株当たり当期純利益

金額
12,347円89銭

 

　（注）１　１株当たり純資産額の算定状の基礎は、以下のとおりであります。

項目 前事業年度 当事業年度

純資産の部の合計額（千円） 1,139,158 1,244,451

純資産の部から控除する金額（千円） － －

普通株式に係る期末の純資産額

（千円）
1,139,158 1,244,451

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た期末の普通株式の数（株）
7,740 7,740

        ２　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目 前事業年度 当事業年度

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 127,452 120,366

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 127,452 120,366

期中平均株式数（株） 5,756 7,740

希簿化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益の算定に含

めなかった潜在株式の概要

－ －

（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

－ －
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⑤【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

投資有価証
券

その他有
価証券

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（千円）

株式会社日本メディケアサポート 4,000 60,000

株式会社富士バイオメディックス 300 47,100

株式会社ジョインライフそよ風 400 20,000

計 4,700 127,100

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価償
却累計額また
は償却累計額
（千円）

当期償却額
（千円）

差引当期末残
高（千円）

有形固定資産        

建物 10,166,445 15,059 26,906 10,154,598 2,510,327 279,129 7,644,270

構築物 260,197 16,672 － 276,869 73,831 14,566 203,038

車両運搬具 10,097 － － 10,097 9,087 376 1,009

工具器具及び備品 471,456 4,055 13,806 461,705 277,406 36,889 184,299

土地 2,450,070 － － 2,450,070 － － 2,450,070

建設仮勘定 2,810 11,182 11,210 2,782 － － 2,782

有形固定資産計 13,361,077 46,969 51,922 13,356,124 2,870,652 330,961 10,485,471

無形固定資産        

ソフトウェア － － － 84,044 52,444 16,708 31,599

電話加入権 － － － 3,525 － － 3,525

施設利用権 － － － 3,200 － － 3,200

無形固定資産計 － － － 90,769 52,444 16,708 38,325

長期前払費用 201,497 840 1,089 201,248 121,368 39,917 79,880

　（注）　無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「前期末残高」、「当期増加額」および「当期減少額」の

記載を省略しております。

EDINET提出書類

株式会社光ハイツ・ヴェラス(E05670)

有価証券報告書

68/76



【社債明細表】

銘柄 発行年月日
前期末残高

(千円)
当期末残高

(千円)
利率（％） 担保 償還期限

　 平成年月日 　 　 　 　 平成年月日

第１回無担保社債 20.3.31 －
150,000
 (51,000)

1.02 なし 23.3.31

合計 － －
150,000
 (51,000)

－ － －

　（注）１．（　）内書きは、１年以内の償還予定額であります。

２．決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内
（千円）

１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

51,000 51,000 48,000 － －

【借入金等明細表】

区分
前期末残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 292,000 1,075,670 2.61 －

１年以内に返済予定の長期借入金 719,314 373,728 2.59 －

１年以内に返済予定のリース債務 － － － －　

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 1,334,342 1,080,218 2.59 平成22年～26年

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） － － － －　

その他の有利子負債     

割賦未払金（１年以内返済） 4,271 3,943 2.16 －　

割賦未払金（１年超返済） 13,144 9,201 2.16 平成23年　

合計 2,363,072 2,542,760 － －

　（注）１　「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりで

あります。

区分
１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以内
（千円）

長期借入金 360,408 312,796 151,776 141,776

【引当金明細表】

区分
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

賞与引当金 30,247 32,582 30,247 － 32,582

修繕引当金 123,631 30,748 － － 154,379

役員退職慰労引当金 15,468 10,824 － － 26,293
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

ａ　現金及び預金

区分 金額（千円）

現金 2,099

預金  

当座預金 2

普通預金 936,247

預金計 936,249

合計 938,349

ｂ　営業未収入金

イ　相手先別内訳

相手先 金額（千円）

北海道国民健康保険団体連合会 100,126

入居者 109,216

計 209,343

ロ　営業未収入金の発生および回収並びに滞留状況

期首残高
（千円）

当期発生高
（千円）

当期回収高
（千円）

当期末残高
（千円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C)

─────
(A) ＋ (B)

×100

(A) ＋ (D)
─────
２

──────
(B)

─────
366

174,585 2,576,640 2,541,883 209,343 92.4 27

　（注）　消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。

ｃ　商品

区分 金額（千円）

売店販売日用品等 448

計 448

ｄ　貯蔵品

区分 金額（千円）

食材等 1,326

計 1,326

②　負債の部

ａ　買掛金

相手先 金額（千円）

㈱泉商店 905

㈲ＮＫサプライ 864

EDINET提出書類

株式会社光ハイツ・ヴェラス(E05670)

有価証券報告書

70/76



相手先 金額（千円）

㈱中村義之商店 782

日本栄養食品㈱ 519

㈱ミツハシ 344

その他 2,379

計 5,797

ｂ　入居金預り金

相手先 金額（千円）

入居者 894,073

計 894,073

ｃ　長期入居金預り金

相手先 金額（千円）

入居者 6,152,130

計 6,152,130

ｄ　長期介護料預り金

相手先 金額（千円）

入居者 640,404

計 640,404

（３）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

株券の種類 １株券、10株券、100株券、500株券

剰余金の配当の基準日
９月30日

３月31日

１単元の株式数 －

株式の名義書換 　

取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社本店

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国各支店

名義書換手数料 無料

新券交付手数料 無料

単元未満株式の買取り 　

取扱場所 －

株主名簿管理人 －

取次所 －

買取手数料 －

公告掲載方法

電子公告の方法により行います。但し、電子公告によることができない事故

その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行い

ます。

公告掲載ＵＲＬ（http://www.aspir.co.jp/koukoku/m048/m048.html）

株主に対する特典 該当事項はありません。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書およびその添付書類
　事業年度（第21期）（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）平成19年６月29日北海道財務局長に提出

(2) 有価証券報告書の訂正報告書

　平成19年８月24日北海道財務局長に提出

　事業年度（第21期）（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であり

ます。

(3）半期報告書
　第22期中（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）平成19年12月13日北海道財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の監査報告書 

 平成19年６月27日

株式会社　光ハイツ・ヴェラス  

 取締役会　御中  

 あずさ監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 山田　高規　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 寺嶋　典裕　　印

　当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社

光ハイツ・ヴェラスの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第21期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財

務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判

断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社光

ハイツ・ヴェラスの平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ

・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。
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 独立監査人の監査報告書 

 平成20年６月27日

株式会社　光ハイツ・ヴェラス  

 取締役会　御中  

 あずさ監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 山田　高規　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 寺嶋　典裕　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社光ハイツ・ヴェラスの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第22期事業年度の財務諸表、すなわち、

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財

務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判

断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社光

ハイツ・ヴェラスの平成20年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ

・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。
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